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平成３０年第１回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第５号） 

 

                            平成３０年３月２日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ５ 番 小島耕一議員 

     １．まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進について 

    ７ 番 齊藤誠之議員 

     １．研究指定校について 

     ２．放課後児童クラブ（学童保育）について 

     ３．本市の情報モラルの徹底による市の姿勢について 

     ４．全天候型の子どもの遊び場の設置について 

    ２５番 山本はるひ議員 

     １．平成３０年度当初予算と事務事業評価について 

    ６ 番 森本彰伸議員 

     １．市民活動センターの運営について 

     ２．地域包括ケアシステムの構築について 

     ３．地域学校協働本部の整備について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は25名であります。 

  ８番、星宏子議員より欠席する旨、届け出があ

ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案資料の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで、総務部長より発

言があります。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） おはようございます。 

  今回、計画議案として提出をさせていただいて

おります那須塩原市一般廃棄物処理基本計画の中

で一部訂正がございます。お手元に正誤表を配ら

せていただきましたが、計画の96ページ、大きい

３番の目標設定の⑵の数値目標の中で、２行目に、

処理率について、平成27年度73.8％と記載してお

りましたが、正しい数字は67.7％ということでご

ざいますので、訂正をお願いしたいと思います。 

  今後、こういったことがないよう十分注意して

まいります。大変申しわけありません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 小 島 耕 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、５番、小島耕一

議員。 

○５番（小島耕一議員） 改めまして、おはようご

ざいます。 

  議席番号５番、フロンティアなすのの小島耕一

です。 

  一般質問をさせていただきます。 

  最初に、通告書に基づきまして質問をさせてい

ただきます。 

  １、まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に

ついて。 

  日本の人口は、少子高齢化の影響により平成20

年から減少が始まり、生産年齢人口の減少による

経済規模の縮小や高齢者の増加による社会保障費

の増加並びに東京一極集中による地方の過疎化と

経済停滞が危惧されております。 

  そこで、国では、平成26年12月に「まち・ひ

と・しごと創生長期ビジョン」並びに「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定し、国と地方が

総力を挙げて地方創生・人口減少克服に取り組む

こととしたところであります。 

  本市は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を受けて「那須塩原市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を平成27年３月に策定しました。 

  本市の総合戦略では、７つのＫと題して、雇用、

結婚、子育て、教育、暮らし、交流、広報をキー

ワードとして、重点施策を明確にしているところ
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であります。 

  本年度から開始された本市の総合計画では、こ

の総合戦略を受けて、基本政策８－３に「地域の

魅力を高める」と題して、「情報発信を充実させ

る」、「シティプロモーションを推進する」、

「広域的な連携を推進する」としており、具体的

には、首都からの移住・定住を促進するために小

山市と連携して「とちぎの「南都」「北都」移

住・定住促進戦略」を策定しています。 

  そこで、移住・定住、企業誘致の取り組み、農

業や商業への新規参入者への支援について、これ

らの成果と今後の取り組みについて質問します。 

  ⑴本市の魅力発見や自信と誇りを持って本市を

ＰＲできる人材の育成について。 

  ⑵移住を志向する県外者への働きかけについて。 

  ⑶那須塩原駅を核とする移住・定住の取り組み

について。 

  ⑷本市の流入人口の推移並びに流入地域、転入

理由について。 

  ⑸シティプロモーションの成果と今後の取り組

みについて。 

  ⑹企業誘致の取り組みについて。 

  ⑺企業誘致の成果と今後の取り組みについて。 

  ⑻農業の新規参入者及び商工業の創業者の支援

について。 

  ⑼農業の新規参入者及び商工業の創業者の成果

と今後の取り組みについて。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  小島耕一議員のまち・ひと・しごと創生総合戦

略の推進についてのご質問に、順次お答えをいた

します。 

  初めに、⑴の本市の魅力発見や自信と誇りを持

って本市をＰＲできる人材の育成についてお答え

をいたします。 

  昨年の11月に、市民や市民団体を中心に組織す

る「なすしおばらファンクラブ」を設立いたしま

した。このファンクラブは、会員が主体となって

本市の魅力を発見し、さまざまな形でその魅力を

発信することにより本市のよさを再認識するとと

もに、本市への愛着心や郷土愛を育むことを目的

の一つとしておりまして、ファンクラブの活動が

本市をＰＲできる人材の育成そのものになると考

えております。 

  次に、⑵の移住を志向する県外者への働きかけ

についてお答えをいたします。 

  移住を志向する県外者に対しましては、東京都

内を中心とした移住相談会や本市への移住体験ツ

アーなどにより、本市の魅力や生活を直に感じて

いただけるような働きかけを行っております。ま

た移住相談者へのワンストップ窓口として、移住

促進センターにおいて移住に対する各種補助制度

の紹介、移住ガイドブックの配布など、詳細な情

報提供による移住支援を行っております。 

  次に、⑶の那須塩原駅を核とする移住・定住の

取り組みについてお答えをいたします。 

  栃木県の南都である小山市と北都である本市が、

平成28年度に策定をいたしました「とちぎの「南

都」「北都」移住・定住促進戦略」に基づきまし

て、新幹線が停車する駅を有する強みを生かした

両市の連携による移住・定住の施策として、東京

圏の若い世代や両市出身者をターゲットに東京都

内での移住相談会や両市出身者の交流会、本市で

の移住体験ツアーなどの取り組みを進めていると

ころであります。 

  次に、(4)の本市の流入人口の推移並びに流入

地域、転入理由についてお答えをいたします。 
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  本市の流入人口の推移につきましては、国勢調

査の結果で見ますと、平成22年が１万1,583人、

平成27年が１万1,588人となっておりまして、ほ

ぼ横ばいの状態にあります。 

  流入地域、転入理由につきましては、大田原市

からの流入が最も多く、次いで那須町、宇都宮市

の順となっておりまして、特に大田原市から西那

須野地区へ、那須町から黒磯地区への転入が多く、

同じ生活圏内での移動が多いことから、交通イン

フラの集積など通勤・通学や日常生活での利便性

のよさが要因であると考えております。 

  次に、⑸のシティプロモーションの成果と今後

の取り組みについてお答えをいたします。 

  シティプロモーションの成果といたしましては、

具体的な移住に関する相談や問い合わせが増加を

しており、移住先としての認知度が向上している

ものと感じております。 

  また、さまざまなシティプロモーション活動を

実施するに当たっては、多くの市民と連携して進

めてきたことから、市民のシティプロモーション

ンへの理解が着実に深まっているものと感じてお

ります。 

  今後の取り組みにつきましては、那須塩原市シ

ティプロモーション指針に掲げたシティプロモー

ションの意義を広く発信するとともに、「なすし

おばらファンクラブ」を中心に市民が主体となっ

たシティプロモーションの推進に努めてまいりた

いと考えております。 

  次に、⑹の企業誘致の取り組みについてと⑺の

企業誘致の成果と今後の取り組みについてでは、

関連がありますので一括してお答えをいたします。 

  本市では、市民の雇用機会の拡大や地域産業の

振興を図るため、企業立地促進条例を昨年４月に

施行し、これまでに３件の事業計画について指定

を行ったところでございます。 

  また、企業立地支援の一助とするため市長が企

業を訪問し、直接意見交換を行うことで企業の実

情の把握等に取り組んでおります。 

  今後も、企業立地促進条例の周知等を進めなが

ら、取得した高林地区の用地を活用し、さらなる

企業誘致に取り組んでまいります。 

  最後に、⑻の農業の新規参入者及び商工業の創

業者支援と⑼農業の新規参入者及び商工業の創業

者の成果と今後の取り組みについては、関連がご

ざいますので一括してお答えをいたします。 

  初めに、農業の新規参入者に対する支援につい

てお答えをいたします。 

  年齢など一定の要件はありますが、新規参入者

の就農直後の経営確立を支援する資金として、国

から交付金が支給される制度が従来からあるほか、

園芸作物の生産者を対象に農業用機械や施設整備

等に係る経費の一部を補助する市独自の支援策に

ついて、今般、整備を進めているところでござい

ます。 

  また、市農業公社の事業になりますが、シルバ

ーファーマー支援塾として、農業に関心、意欲の

ある市民を対象に圃場での実習や研修を実施して

おります。 

  こうした取り組みにより、農業への新規参入促

進に一定の成果を上げているところであります。 

  今後につきましては、県や市農業公社など関係

機関と密に連携を図りながら、引き続きこれらの

支援策を実施してまいりたいと考えております。 

  次に、商工業の創業者に対する支援についてで

すが、チャレンジショップ事業の実施や創業支援

塾の開催、創業支援資金の融資等について、商工

会や金融機関と連携して取り組んでいるところで

あります。 

  これらの取り組みによりまして、新規創業に結

びつくなど一定の成果が上がっているところであ
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りますので、今後も関係機関との連携を図り、創

業者のニーズに即した柔軟で効果定な支援に努め

てまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） どうもありがとうござい

ました。 

  それでは、再質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、⑴の本市の魅力を発見してＰＲする人材

の育成についてでございます。 

  市では、昨年11月に設立した「なすしおばらフ

ァンクラブ」の会員を育成することとしておりま

す。そこで、「なすしおばらファンクラブ」につ

いてお伺いいたしますが、会員については櫻田議

員の質問でお答えしていただいていまして、２月

20日現在で459名というお答えをいただいている

ところでございますけれども、目標とする会員数

は何名なのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 目標会員数についてのお

尋ねでございますが、こちらにつきましては、当

面３年間くらいで500人を目指していこうという

ようなところで目標を設定したところでございま

すが、その数値が、うれしいことにほぼ満足しそ

うな状況になっていますので若干状況を見ながら

上方修正してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） まだ半年ぐらいしかたた

ないうちにもう目標に達したというようなことで、

非常にすばらしい、市民からの熱い注目があるの

かなと思っております。そういう面では、もうち

ょっと高い目標を立てて進めてもらえればと思っ

ています。 

  それでは、その高い目標を立ててこれから活動

するわけですと、どのように会員の確保を進めて

いくかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 会員の確保については、

市のホームページもございます。またクラブの専

用のホームページもございますので、こういうと

ころで広くＰＲするのとあわせて、あとはファン

クラブのコアメンバーがいらっしゃいますので、

そういう方と市の職員がタイアップ、これはシテ

ィプロモーションの職員になりますが、タイアッ

プする形で市が実施するイベントの会場に出向い

ていって積極的に会員についての募集をかけてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ファンクラブ、今いる人

たちと、あと事務局のほうでファンクラブの会員

をふやすということでございます。 

  那須塩原には、産業をＰＲしたいという方が多

いんじゃないかなと思っております。特に、観光

地なんかでは商工会とか観光協会なんかもみずか

らＰＲをしているというようなことでございます。

そういう面では、本市で組織する商工会であった

り観光協会などの商工関係者であったり、農業関

係であれば認定農業者とか青少年クラブ、農村生

活研究グループ、それとスポーツでも本市をＰＲ

していきたいということで体育協会なり文化協会

というような方々もいるんじゃないかと思うんで

す。 

  そういうようなことで、幅広く本市の組織に声

をかけて自分たちの活動をＰＲしたいという方々

に声をかけていただければと思っています。 

  特に、本市には生乳本州一というような農業者
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の蓄積もあるわけでございまして、そういう特産

物ですとか技の匠というような方もおりますし、

スポーツでもかなり全国大会でいい成績を残して

いる方もいるということを聞いておりますので、

そういう方々にファンクラブになっていただいて、

自分の活動を発信していただくということも重要

なことかと思います。 

  市の所見をいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市内の各種団体にクラブ

のメンバーになってくださいというようなところ

の働きかけをしたらいかがというお話でございま

すが、もう既に商工会の皆さんであったりとかＪ

Ｃの皆さんであったりとか、あるいは商店会の皆

さんあたりの中で会員になっていただいている方

は相当多数いらっしゃいます。 

  そんなこともあるということではございますが、

一層各団体にお誘いをさせていただいて幅広く会

員を募って、その皆さん方が応援団になってくれ

るということはこんなに心強いことございません

ので、今後についても各種団体に対しての働きか

けは引き続きやってまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 次に、「なすしおばらフ

ァンクラブ」の目的は、本市の魅力を発見し、さ

まざまな形で情報を発信し、本市への愛着心や郷

土愛を育むこととしておりますけれども、具体的

にどのような活動を進めようとしているのかお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 「なすしおばらファンク

ラブ」の具体的な活動ということでございますが、

こちらにつきましては、市の魅力発見ツアーやフ

ァンクラブが独自に企画開催するイベントなど、

そのような場で市の魅力を再認識、再発見してい

ただいて、それらを会員の皆さんがみずからＳＮ

Ｓ等を使った中で情報発信をしていただけるよう

な、そんな取り組みといったものを進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ＳＮＳ等はうまく活用し

ながら、クラブの活発化をお願いしておるという

ことでございます。来年にはファンクラブの活動

が本格的に開始されることと思います。 

  来年度予算並びに活動計画をお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 来年度お願いしている予

算につきましては、運営に係る経費ということで

216万を計上させていただいております。 

  また、活動計画につきましては、会員の募集登

録を引き続き推進してまいりたい、あとはホーム

ページの運営、情報紙の発行、そのほかに、先ほ

ど来お話ししておりますファンクラブ独自の事業

として、これまだ内容的に詰まっていませんが、

例えばということでご説明させていただきますと、

子育て中の女性の皆さんの交流会やウオーキング

をしながら市の魅力を発見するイベント、そんな

ものを開催していければいいのかなというふうに

思っています。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 非常に活動についても、

子育て中の女性の交流会なんかも期待できるのか

なと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  ファンクラブではＳＮＳを中心に「エールなす

しおばら」を運営しておりますが、会員が自主的
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に活動できるように事務局をどのように運営しよ

うとしているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 事務局の運営についての

お尋ねでございますが、「なすしおばらファンク

ラブ」の事務局は市内のまちづくりＮＰＯ法人に

委託していきたいというふうに考えております。 

  その上でということになりますが、このファン

クラブの中には、先ほど来言いましたコアメンバ

ーという中で企画立案をする運営会議というもの

も設置しております。したがいまして、市と事務

局とこの運営会議の３者が相まみえる形で組織と

いったものを運営してまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 市だけがこういう組織を

運営するというのは、限界もありますので運営会

議のコアメンバーをしっかりと取り入れながら進

めてもらえればと思います。 

  そういう意味で、ファンクラブにいる事務局と

してＮＰＯ法人なすしおばらまちづくりプロジェ

クトに委託しているというようなことでございま

すけれども、委託費並びに委託内容についてお伺

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 委託の費用と内容につい

てということでございますが、これはもう既に今

年度委託しているということでございますので、

契約ベースで額を申し上げますと、委託費は248

万4,000円ということになっておりまして、その

委託の内容につきましては、会員の登録募集、あ

とはファンクラブ設立イベントということで、こ

れは昨年11月にファンの集いというものをやりま

したので、これに係る経費、あとはホームページ

の運営、さらには魅力発見ツアーというものを実

施しています、これに係った経費。さらには、そ

の結果を踏まえてでのワークショップというもの

を今後、二、三回やっていく予定でおりますので、

そういうところの経費。さらには情報紙の発行、

そんなものに係る経費が主な内容になっていると

いうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ファンクラブが活発に活

動できるよう期待しているところでございます。 

  これは、福井県の事例なんですけれども、イン

ターネットの動画サイト、ユーチューブに、勝村

さんという方がことしの福井市の雪害がひどいと

いう状況をみずから歩いて撮影してリポートしま

して、投稿したとのことでございます。この雪害

対策をしてくれる人がいればということで、その

勝村さんは関係自治体のふるさと納税の納税方法

も紹介したということでございます。その後、こ

のユーチューブを見た多くの方が福井雪害対策支

援を感じたということで多くの方がふるさと納税

を行ったそうでございまして、関係市町村のふる

さと納税が倍化したという事例がございます。 

  このように、民間の方が情報発信してふるさと

納税の倍化につながるという事例もございます。 

  本市でも、こういう情報発信が得意な方、また

伝統技術を有する方、技の匠であったり、農産物、

特産物の特徴のある方が多くあると思いますので、

こういう方の情報を得ながら発掘し、そして支援

していただき、このファンクラブを活発にしてい

ただくことをお願いして、次の質問に移りたいと

思います。 

  市では、シティプロモーションの一環として本

市にゆかりのある著名人をまちづくり大使として

委嘱し、本市のＰＲを依頼しております。 
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  まちづくり大使の活動成果や今後の委嘱人数の

拡大等の方向性についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） まちづくり大使の成果に

ついてということでございますが、この制度につ

きましては、昨年11月から新たに開始したという

ことでございまして、本市出身の方、あるいは本

市にゆかりのある方ということで７名の皆さんに

お願いしているというようなところでございます。 

  そんな中で、早速、まず森詠さんにおかれまし

ては市内の中学校での講演会にご講演をいただい

ています。また眞田卓さんにつきましてはスポー

ツ交流会のほうを主催していただいたということ

でございます。さらに福田薫さん、Ｕ字工事でご

ざいますが、におかれましては大使就任記念とい

うことで市内を紹介するとちぎテレビの番組だっ

たと思いますが、そんなところで、私どもの市の

魅力を外に発信していただいています。 

  さらに、川岡大次郎さんにおかれましては、こ

れは小山との連携事業というところの事業でござ

いますが、銀座で私どもの市と小山市の出身者を

対象に交流会というものをやりましたが、こちら

にゲストとして出場していただいて、本市の魅力

を改めて発信していただいています。 

  また、大次郎さんにおかれましては、本市をロ

ケ地としたショートムービーというものを制作し

て、それをさぬき映画祭に出品したということで、

その作品が見事グランプリを獲得したというよう

な状況でございます。 

  このように、各方面において大いに本市のまち

づくりやプロモーション活動といったところにご

貢献をいただいているということでございます。 

  また、今後どうするんですかと、拡大していく

んですかというお話でございますが、こちらにつ

きましては、市民の方も含めた中で新たな候補者

がいれば積極的に拡大していきたいということで

お願いをしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、まちづくり大使の

方々はすばらしい活動をしていただいているとい

うようなことをお聞きしましたので、適任者があ

れば見つけて委嘱していただければと思っている

ところでございます。 

  ⑵の移住を志向する県外者への働きかけについ

て質問させていただきます。 

  東京都内で移住相談会を行っているわけでござ

いますが、相談会の場所、回数並びに相談者数、

相談内容等々についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住相談会についてのお

尋ねだと思います。 

  こちらにつきましては、まず場所でございます

が、多くの移住希望者が利用するふるさと回帰支

援センターというものがございます。これは東京

有楽町の交通会館のビルに入っていますので、こ

ちらのビルを主な場所として活用をさせていただ

いているということでございます。 

  今年度は、トータルで５回開催いたしまして、

延べ100人の皆さんがご相談をされているという

ような状況にございます。 

  相談の内容につきましては、家賃、食費などの

生活関連のほか、働く場所、移住に対する補助金、

子育て環境、交通の便などなど真剣に移住を検討

していると思われるような相談が数多く寄せられ

ているというのが実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、本市でも移住
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体験ツアーを行っているわけでありますけれども、

開催回数や参加人数、参加者の意向、事業の成果

等についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住体験ツアーについて

でございますが、こちらについては本年度、今ま

でに１回開催しておりまして、こちらについては

15名の参加をいただいたということでございます。

そして、これからということで、３月にもう一回

開催を予定しております。こちらにつきましては、

今現在、24名の参加予定となっているということ

でございます。 

  参加者からいただいた意見につきましては、過

日の櫻田議員にもお答えしているところでござい

ますが、田舎だと思っていたが、店舗も多く、自

然の中でかつ不便でない生活ができるんだねとい

うことの再発見だとか、あるいは食べ物が非常に

おいしくて魅力的だとか、さらには地域のつなが

りといったものが強い地域ですねというような意

見をいただいているということでございます。 

  こういう体験ツアーを通した中での成果という

ところのお尋ねでございますので、こちらにつき

ましては、我々としましては実際に本市の魅力だ

とか本市での暮らしといったものに接していただ

いたということ自体が、まず一つの成果であるか

なというふうに捉えております。 

  １回の体験ツアーだけで移住に結びつくという

のは到底考えられませんが、この人たちとしっか

り市が結びつくことによって、この後いろいろな

情報をいろいろな機会を捉えて相手方に発信する

ことによって、それも粘り強く発信していくこと

によって１人でも２人でも移住につながればいい

のかなと考えておりますので、そんな取り組みを

これからもしていきたいなというふうに思ってい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） こういう形で着実に進め

てもらえればと思います。 

  それでは、移住相談者のワンストップ窓口とし

て移住促進センターを設置し、移住ガイドブック

などを配布して各種補助制度なども紹介している

とのことであります。移住促進センターの場所、

対応する人員、設置してからの年ごとの相談者数

がどのような状況にあるのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 移住促進センターについ

てお答え申し上げます。 

  まず、場所でございますが、こちらにつきまし

ては、現在はシティプロモーション課内に設置し

ているということでございます。こちらについて

は、来年度４月１日からもとの除染センターのほ

うに移設して、そちらのほうで相談窓口を展開し

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  また、対応している人数でございますが、この

センターそのものは平成27年度から設置をしたと

いうことでございまして、当初はシティプロモー

ション課の職員が兼務的なかかわりをずっとして

きたということでございますが、今年度の４月か

ら、より体制を充実したいということで移住・定

住コーディネーターという者を置くということに

したということでございます。今年度の10月まで

は１名の方しか配置できなかったんですが、11月

以降は３人体制ということになりましたので、今

まで以上にきめ細やかな相談業務に応じることが

できるようになったということでございます。 

  あともう一点、相談件数についてのお尋ねがあ
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りました。これは件数じゃなくて人数ベースで把

握しておりますので、人数ベースでお答え申し上

げますと、平成27年が85人、そして平成28年が

100人、平成29年が１月末の時点になりますが、

平成28年同様98人くらいの数字になっているとい

うことで、年々増加傾向にあるというふうに我々

は認識しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お聞きしたとおり、

相談者数も伸びてきているということでは、那須

塩原市の注目度が高まっているのかなと思ってお

ります。 

  こういうことで、東京から移住者を呼び込むに

は那須塩原市が魅力的であり、選ばれる那須塩原

市となることが必要ではないかと思います。 

  東京からの移住志向者にどのようなコンセプト

でどのように働きかけていくのかお伺いをしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 県外の移住希望者に対し

てどのように働きかけていくのかということでご

ざいますが、まず、本市には明治の開拓の歴史か

ら始まる移住者といったものを受け入れてきたと

いう土壌がございます。 

  そんな中で、うちの売りといたしましては、東

京から比較的近くて、そして自然とまちが程よく

共存する地域だということがございますので、こ

んなことを私どもの売りとして全面に出して、あ

わせて本市の移住施策のメニューの多さといった

ものを一緒にお示ししながら、しっかりと相手方

に情報を届けてまいりたいというふうに思ってい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お話があったように、

本市は明治時期から移住者を受け入れてきた長い

歴史がございますので、それを力に、東京から近

いということしっかりと働きかけていくことが重

要かなと思っております。 

  ⑶の那須塩原駅を核とする移住・定住の取り組

みについて、再質問したいと思います。 

  東北新幹線が停車する駅としての那須塩原駅の

乗降者数の推移はここ10年間でどのように変化し

ているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 那須塩原駅の乗降者数に

ついてのお尋ねだと思いますが、こちらについて

はＪＲ東日本の統計でデータがあるのが、平成24

年度以降ということになっておりますので、平成

24年度以降のお話とさせていただく、あと、この

データは乗降者数ではなくて乗車人数というデー

タになっておりますので、そこのところをお含み

いただいた上で、私のほうの説明とさせていただ

きます。 

  それによりますと、平成24年度が3,212人、平

成25年度が3,297人、平成26年度が3,245人、平成

27年度が3,300人、そして平成28年度、これが直

近になりますが、こちらが3,339人ということに

なっておりまして、微増ではございますが、増加

傾向にあるというようなところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 那須塩原駅の乗りおりす

る方、乗ればおりるわけですから当然おりる方も

多くなっているんだと思いますけれども、ふえて

きているということだと思います。そういう面で

は、これが、現状から今やっている南都・北都構

想につながっているのかと思いますけれども、東

京から本市に移住し、那須塩原駅から東京圏へ通
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勤している市民への補助制度を行っているという

ことでございますけれども、これまでの利用者数

の推移についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 新幹線の定期券購入補助

のお話だと思います。こちらについての利用状況

ということでございますが、この制度につきまし

ては平成26年度に制度を立ち上げまして、それ以

降、現在に至るまで補助をしているということで

ございます。 

  実績といたしましては、平成26年度は途中から

の運用ということになっておりますので５人、平

成27年度が12人、平成28年度が17人、平成29年度、

今年度につきましては２月23日の時点ということ

になりますが、16人ということになっております。

私どもとしましては年間30人という目標値を掲げ

ておりますので、そういうところからすると６割

５分くらいの利用状況にあるということで、もう

少しＰＲ等についても積極的にしていかなくちゃ

ならないかなというふうに受けとめているところ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 現在は、十六、七人とい

うことで若干横ばいなのかなと思いますけれども、

こういう補助制度を活用している方の利用実態と

か、あと那須塩原駅に通勤するときの要望等調査

結果があればお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 利用実態に対する調査と

か利用者からの声というものを吸い上げているか

ということでございますが、現時点では、要望等

も含めて意向調査といったものついては実施して

いないというのが現状でございます。 

  そんな中で、今、議員ご指摘のような意向をし

っかり把握して、それに基づいてどういう補助で

あるべきかといったところをしっかりと検証、考

察していくことは大変重要だというふうに思って

おりますので、早速、利用者を対象としたアンケ

ートということで、年度内には利用者の相手方に

アンケート用紙を届けるというようなところで今

準備を進めているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） これからアンケートをと

っていただくということでございますので、東京

に通っている方がどんな方で、どんなことを考え

ているのかと非常に重要かと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思っています。 

  「南都」「北都」移住・定住促進戦略を策定し

て東京圏からの移住・定住を促進しているという

状況でございます。そういう中では、通勤時間の

短い小山市のほうが有利であります。 

  それでは、那須塩原市としての「北都」として

のＰＲするポイントが何かということをお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のとおり、小

山市さんは東京との近さといったところをひとつ

の売りにしているということでございます。 

  それに対して、私ども「北都」は何を売りにし

ているかと申しますと、先ほど来お話ししていま

すが、田舎とまちがほどよく共存しているという

ことでゆとりある生活やリゾートライフが楽しめ

ること、また豊かな自然の中で子育てや余暇の有

効活用などが可能であること、こんなことを私ど

もの売りとして情報発信に努めているところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 
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○５番（小島耕一議員） 市で説明いただいている

とおり、那須塩原市はゆとりある、そしてリゾー

トライフが楽しめるという、そして子育てにもい

いところだということをしっかりとＰＲすること

ではないかなと思っております。 

  加えて、私が思いますには、那須塩原駅という

のは非常に駐車場が豊富だということではないか

と思います。特に、車で那須塩原駅に行きやすい

と、アクセスがよいということが特徴だろうと思

っています。高架橋の下には広い駐車スペースが

ございますし、駅前にも広い駐車スペースがある

ということでございます。この広い駐車スペース

はリゾートライフを楽しむためには非常に重要で

ございます。そういう面では、今、駅というもの

が通過地点になっているんです。駅前が繁華街に

なるというのは一時代でありまして、これからは

そういうアクセスのよさが売りになるんだろうと

思っております。 

  そういう面で、これは提案でありますけれども、

新幹線定期券の補助もある程度限られているとい

うことでございますので、新幹線で東京に通う方

のために駐車場の駐車料金を無料化するというよ

うな支援も必要ではないかと思っています。ＪＲ

にとっても東京駅まで多くの定期券代もＪＲに入

ってくるわけです。ＪＲと一緒になって、そうい

うアクセスのいい駅だというのを売りにして進め

ていただくということも必要かと思います。 

  市の所見を伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 那須塩原駅周辺、特に西地区

の関係でございますけれども、小島議員からお話

が出ておりますとおり、大変多くの駐車場を今整

備されているという状況になります。その方々に

補助をしてはどうかということ。その辺のところ

については、どれだけの方々があそこの駐車場を

利用されているのか実態調査をしているわけでは

ございませんので、ひとつの考え方として、ご意

見として伺わせていただくということにしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） これはすぐにお答えをい

ただくつもりはございませんけれども、今後の那

須塩原駅の利用を図るという観点でご努力をお願

いしたいと思います。 

  ⑷の本市の流入人口の推移並びに流入地域、転

入理由について質問したいと思います。 

  平成22年から27年にかけて、本市の人口は維持

されているということはすばらしいことではない

かと思っております。県内では、大田原市、那須

町、宇都宮市から流入しているということでござ

います。具体的に何名程度の方が本市に流入して

いるのかということでお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員に確

認をしたいんですが、先ほど、市長のほうの答弁

の中で、流入人口につきましては平成22年が１万

1,583人、27年が１万1,588人ということで答弁は

しているんですけれども、これの何を聞きたいの

か具体的に…… 

〔「内訳」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 内訳ということですね。 

○５番（小島耕一議員） 内訳をお聞きしますとい

うことです。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 本市への流入人口の内訳

ということで、どこの市からどこの町から何人来

ているかというようなお尋ねだと思います。 

  まずは、これは５年間の話になりますが、大田

原市からは2,016人、那須町からは1,003人、そし
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て宇都宮市からは736人の流入があるということ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 大田原市が多いというこ

とですけれども、特にそうすると、県外からもか

なり東京だとか福島とかいろいろなところから流

入していると思いますけれども、県外の移住者数

がどうなっているかということについてもお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 県外からの流入人口の内

訳ということになると思います。こちらにつきま

しては、東京都からの流入といったものが最も多

くて1,112人、次いで福島県からということで993

人、その次が埼玉県の728人、そんな順列になっ

ているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 県外についても東京から

の流入が多いのかなと思いました。 

  それで、そういう方が市内のどの地域に移住し

ているのかと、特に旧黒磯市、旧西那須野町、旧

塩原町でどの地域に流入しているのかお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） こちらについても５年間

の数値ということになりますが、国勢調査の数値

でダイレクトにこれがわかる数値がございません

ので、市のほうで少し分析をさせていただいたデ

ータというようなところでご承知おきいただきた

いと思います。 

  それによりますと、黒磯市、西那須野町はほぼ

同数の受け入れ、流入があるということで、塩原

町は最も少ない受け入れ人数になっているという

ようなところでございます。 

  具体的に申し上げますと、黒磯市が5,300人の

受け入れ、西那須野町が5,700人、そして塩原町

が600人の受け入れ状況になっているということ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 旧黒磯、旧西那須野が

半々ぐらい、そして旧塩原はかなり少ないという

のは理解できました。 

  そういう面では、旧黒磯駅は黒磯駅と那須塩原

駅がありまして、西那須野駅は１つということで、

駅で割ると西那須野近辺が多いのかなという感じ

がいたします。そういう面では、そこに集まる理

由なんかもしっかりと分析しながら、今後の移

住・定住の進め方を検討していただければと思い

ます。 

  転入理由については、半年間の調査ということ

でありますけれども、転勤が最も多いということ

でございます。そういう面で、本市では同居家族

の推進をする制度も持っているわけでございます

けれども、しっかりと調査をしながら移住・定住

の戦略を進めてもらえればと思います。 

  ⑸のシティプロモーションの成果と今後の取り

組みについてに移りたいと思います。 

  シティプロモーションの成果については、人口

の社会的増減率ではないかと考えております。そ

こで、ここ５年間の人口の社会的増減率について

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員おっしゃるとおり、

シティプロモーションの成果として一番わかりや

すい数値というものは、社会的動態がどうなった

かと、人口よりも社会的動態がどうなったかとい

うことなんだというふうに我々も同じ認識を持っ
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ているところでございます。 

  そんな中で、ここ５年間の社会的動態でござい

ますが、まず平成25年度がマイナス218人、これ

年間ということでございます。それで26年度がマ

イナス329人、そして平成27がマイナス280人、平

成28がマイナス235人、そして平成29が、これは

１月末日の数字になりますが、マイナス60人とい

うようなところになっているというのが現状でご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お聞きしたところで

は社会的増減率についてはプラスにはいっていな

いと、まだマイナスだということでございます。

この微減の要因について市ではどのように捉えて

いるかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 社会的動態がマイナスに

なっている理由ということでございますが、この

傾向は、私どもの市の場合は平成23年度から社会

的動態がマイナスに転じたということで、それ以

降ずっとマイナス局面にあるというようなところ

でございます。 

  考えられる理由といたしましては、ご案内のと

おり、平成23年に起きた東京電力福島第一原子力

発電所の事故や、あとは、平成26年度に本市の大

規模工場の閉鎖があったということもございます

ので、こういうことが何らかの形で影響している

のかなというふうに推測しているところでござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お伺いしたとおり、

説明したとおり、大規模工場が一部撤退したとい

うのも影響しているのかなというふうな感じがし

ました。 

  そういう面では、那須塩原市のシティプロモー

ション指針に「チャレンジing那須塩原」という

ことで、これをキャッチフレーズに移住・定住を

進めているということでございますが、このキャ

ッチフレーズをどのように生かしていくのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 現在の「チャレンジing

那須塩原」というブランドメッセージについては、

市民の皆様の多く集まっていただいた中でワーク

ショップをしながらつくり上げたメッセージだと

いうことでございます。意図するところは、本市

が開拓の歴史の中でさまざまな苦難を乗り越えて

きたからこそ移住されてくる方に関して温かくお

迎えできる、そういう熱い思いがあるんだといっ

たようなところを、このブランドメッセージには

込めているんだというようなことでございます。 

  そんなことで、既にこのブランドメッセージに

ついてはさまざまなプロモーション活動の中で使

ってきているということでございます。 

  今後、このブランドメッセージ一本で行けるか

といいますと、またさらにわかりやすく皆さんに

共鳴できるようなブランドメッセージというもの

を必要じゃないかというふうに我々は考えており

ますので、そんなものを現在、また先ほどのファ

ンクラブの中で考案していただいているというこ

とがございまして、うまくいけば今年度末あたり

に市側に提案をいただけるという運びになるのか

なというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、本市の歴史から「チ

ャレンジing那須塩原」というブランドメッセー

ジを立てて進めていくということは、非常にいい

ことだなと思っております。 
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  そういう面では、今後、移住・定住する方をチ

ャレンジingする、そういう方をしっかりと支援

するというのも大きな課題かと思っております。

そういう面で、今後ともよろしくお願いしたいと

思います。 

  あと、チャレンジingする方については、⑻と

⑼でまた具体的にはお聞きしたいと思っておりま

す。 

  それでは、次の⑹の企業誘致の取り組みについ

てお伺いしたいと思います。 

  ⑹と⑺の成果と今後の取り組みについては関連

していますので、一括して再質問をさせていただ

きます。 

  ⑷の本市の流入人口の推移の中で、流入する最

も大きな理由が雇用の関係ということがございま

した。本市への流入人口を増加させる最も効果の

ある施策は、やはり企業誘致ではなかろうかと思

っております。 

  市では、説明がありましたように企業立地促進

条例を昨年４月に制定しまして、立地する企業を

進めているわけでございますけれども、実際に具

体的な支援策についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 企業立地促進条例の

中でお示ししております具体的な支援策は、大き

く４つの支援策がございまして、１つには新たな

設備投資に対する固定資産税相当額、最長５年間

ということになりますが、その相当額を奨励金と

して交付するという制度。 

  さらには、賃貸借型の企業立地奨励金といたし

まして事務所等の家賃補助２分の１というもので

ございます。 

  もう一つが、用地取得の奨励金。企業が新たに

用地を取得して本市内で創業を開始するというと

ころに対しまして用地取得費の10％、限度額は１

億円という内容でございます。 

  また、雇用促進奨励金という形で一定要件の条

件をクリアして本市の市民を雇用した場合は１人

当たり10万円、限度額は1,000万円というような

制度をパッケージ化して準備しております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、質問を続けた

いと思います。 

  企業誘致についてでございますけれども、市長

も先頭に立って企業誘致を行っているとお聞きし

ております。どの程度の頻度でどの企業に訪問し

ているのか。また訪問した結果をどのようにフィ

ードバックしているのか伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 頻度ということです

が、月に１社から２社を訪問させていただきまし

て、これまでに30社ほど訪問をしております。 

  また、結果をどのようにということですが、本

当に大きな考え方のお話から個々の企業さんの測

地的お話とかいろんなご意見をいただいてまいり

ますが、大きなところでは、成果を反映させたも

のとしましては今般の企業立地促進条例の制定な

んかにも反映はさせておりますし、また高林地内

に用地を購入したというところ、それから栃木労
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働局との雇用対策協定、県内で一番最初に結ばせ

ていただきましたが、こういったものも中の要望

を取りまとめた結果でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 市長がそういう企業と情

報交換することによってさまざまな対応が生まれ

てくるのかと思います。今後ともよろしくお願い

したいと思います。 

  平成29年度に３件の事業計画と位置づけて指定

を行ったとのことでございますけれども、どのよ

うな企業がどの程度の雇用を行うのかお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 指定を行いました者、

まだ指定を行った段階ですのでその時点の計画と

いうことになりますが、指定をまず行いました企

業といたしましては、国際医療福祉大学グループ、

それからローマイヤ株式会社、鈴木レジャー産業

株式会社、以上３社でございます。 

  雇用の見込みといたしましては、３社合わせま

して200名を超える雇用を見込んでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 200名の雇用が生まれ出

たということで、これも一歩前進したのかと思っ

ています。期待したいと思いますけれども、今後

の企業誘致の取り組みとして高林地区に企業用地

を取得したわけでございます。どの程度の面積で

どういった企業の誘致を想定してインフラ整備を

行っていくのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 面積につきましては、

全体で約18万㎡ですが、実際の中の区割りという

話になりますと今後のお話になってまいります。 

  それから、どういった企業をということでござ

いますが、用地の立地条件からして幅広い企業の

受け入れが可能であろうというふうに考えており

ます。 

  現在、既に市内の企業さんに対してアンケート

調査等を行っておりますので、そういった結果を

踏まえながら今後の方針、基本計画、基本設計と

いう中で詰めていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、これから需要調査を

するというようなことでございますが、今回開発

した企業用地はいつごろから誘致が可能になるの

か、タイムスケジュール等をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在予定しておりま

すのは、平成30年度には基本計画から基本設計、

実施設計というところを予定しております。 

  31年度に造成工事着手という予定でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 具体的には32年度から誘

致可能になるという理解でいいのかなと思います

けれども、そういう中、選ばれる企業用地、選ば

れる那須塩原市ということが重要かと思っていま

す。そういう面で、この企業用地の優秀性、有利

性をどのように考えているのかお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 高林の用地の優位性、

私どもが今考えておりますのは、ＪＲ那須塩原駅

からの距離、それから東北自動車道の黒磯板室イ

ンターからの距離、また当地非常に自然災害の少
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ない地域であること、さらには東京圏を中心に今

見ておりますが、条件からして東北地方を、東北

圏も視野に入れられる位置にあること、また価格

面においても競争力のある分譲価格の設定ができ

るというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、最初のところで、市

内の企業ということでございますけれども、東京

の企業等に誘致活動する考えはないのか。また、

あるとすればどのような企業を想定しているのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） まず、市内の企業さ

んに情報提供をし、意向を確認し、その後、市外

県外の企業さんのほうにという順番で考えており

ます。 

  どのような企業というふうなお話になりますと、

先ほども申し上げましたように、幅広く受けてい

きたいというふうに考えておりますし、中で、や

っぱり雇用に結びつく企業さん、できれば雇用が

たくさん生まれる企業さんを誘致してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 企業誘致を今質問してい

るわけですけれども、栃木県ではこれまで国会、

国の機関でありますけれども、国会を誘致したと

いう歴史もございます。平成４年に国会等の移転

に関する法律が制定されまして、国会移転地域の

選定が始まりました。 

  首都機能移転の目的は、国政全般の改革、東京

一極集中の是正、災害対応力の強化であり、環境、

文化、平和をキーワードに世界に貢献する新都市

づくりということで進めました。平成７年には阪

神・淡路大震災が起こり、国会の移転に関する国

会議員の意欲は非常に高まりました。平成11年に

は国会等移転審議会が開催され、平成15年には首

都機能移転の候補地が３カ所に選定され、その一

つが本市を中心都市とする栃木県と福島県の地域

でありました。当時は、田園地帯に首都を持って

くる構想を描き、国会移転も夢ではないという雰

囲気がみなぎったところでございます。 

  しかしながら、東京都の石原都知事が国会移転

に反対しまして、次の小泉総理大臣が凍結したと

いうことから首都機能移転の話はなくなって、現

在に至っているわけでございます。 

  首都機能移転の必要性で最も重要であったのは、

災害対応力の強化であります。東京が地震等で政

治経済機能が麻痺したときのバックアップ機能が

期待されておるわけでございまして、今でもその

重要性は失っておりません。 

  本市は、明治時代の初めに東京に材木やまきを

供給する建築資材やエネルギーの供給基地であり

ました。また明治の元勲たちは農場を開き、東京

の需要に対応して素早く供給する対応をつくって

きたわけでございます。このように、那須塩原市

は東京の需要を的確に捉えて対応する東京のバッ

クアップ機能を持っておりました。本市は自然災

害に強いこと、東京のバックアップ機能が特徴で

はないかと考えております。 

  これから２年半後に東京オリンピック・パラリ

ンピックが予定されており、ここでも多くのバッ

クアップ機能を発揮することと期待されておりま

す。 

  また、これから企業を誘致することから、企業

の将来性というものも重要なことかと思っており

ます。 

  イギリスのオックスフォード大学のマイケル・

Ａ・オズボーン准教授は、あと10年で消える職業、

なくなる仕事と題しまして、これまでに人間しか
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できないと思っていた仕事が人工知能やロボット

などの機械に置きかわり、仕事がなくなると予測

して注目を集めております。ＡＩを活用した自動

運転車などは有利でございまして、医療分野でも

最良の診断から治療計画を作成することもＡＩで

可能となりまして、医者の必要性が低下するとし

ております。 

  このように、最新技術の開発は目をみはるもの

がございます。東京ビッグサイトや幕張メッセで

は新技術や新商品の展示会が開催されております

ので、本市の職についても企業誘致に向けて情報

収集にご努力をいただくことをお願いしまして、

次の質問に移りたいと思います。 

  ⑻と⑼の農業の新規参入者、商工業の創業者に

ついては関連しますので、一括して質問させてい

ただきます。 

  シティプロモーション指針のキャッチフレーズ

にチャレンジing那須塩原とあげております。こ

れに正面から取り組んでいるのが農業や商工業の

新規参入者や創業者であります。那須塩原市で夢

を実現しようとしている人たちへの支援について

質問したいと思います。 

  これまでに、国の農業次世代人材投資事業、前

は青年就農給付金という名前で呼ばれていたわけ

でございますけれども、これを活用しまして、本

市で農業を始めた新規参入者が何人いるのか、う

ち県外や市外からの転入者は何人いるのか伺いた

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 制度を活用いたしま

して新規参入という方は、これまでに18経営体で

ございます。うち県外が３経営体、市外が１経営

体という数字になっております。 

  説明が少し足りなかったようでございます。 

  人数という捉え方ですと、通常何人で、グルー

プでなんかの場合には経営体として捉えるという

のが数字上の捉え方になっておりますので、経営

体という言葉でお答えをさせていただきました。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 県外からも３名が来てい

ると、あと市外からも１名ということで、こうい

う方々を大事にしていくことが重要かなと思って

おります。こういう方がうまく成功すれば次の方

に続くのかなと思っています。 

  それで、市では独自で新規参入者への支援にど

のような支援を取り組んでいるのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 新規参入された方へ

の支援でございますが、随時、各種就農相談に応

じておりますし、当然、本市の窓口だけではなか

なか解決ができない問題が多いという中で、農協

さんの部会であったり、それから県の、私どもで

すと那須農業振興事務所、また本市の農業指導士

さん、そういった方のお力をおかりしながら支援

をしているというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 人的なソフト的な支援は

今のとおりかと思いますけれども、具体的に補助

事業等で支援している内容がございましたらご説

明いただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 新規就農者の方の補

助事業としては、先ほどの次世代の人材投資資金

が一番大きな補助でございます。さらに１回目の

市長の答弁にもございましたように、新規就農者

の方に対しての施設・設備等の投資について今般
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整備を進めているというようなところでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、施設整備についても、

これから来年度の予算等に入っているのかと思い

ますけれども、支援していくというようなことで

ございます。よろしくお願いしたいと思っており

ます。 

  新規参入者の技術習得の支援に向けて、どのよ

うに取り組んでいるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 技術の習得に向けま

しても、先ほどの新規参入者への支援のところで

お答えしたものと同じような形になりますが、そ

の技術的なものにやはりしっかりとした技術者の

いる県の力をかり、それから農業の先輩である本

市の農業をリードする皆さん、農業士会等の皆さ

んの力をかり、また市の農業公社、農協さんの力

をかりながらサポート体制を整えているというと

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 市長の答弁のうちにシル

バーファーマー支援塾というものを農業公社でや

っているというようなことがございました。 

  現在、このシルバーファーマー支援塾で研修し

ている方が何名おり、年齢的にはどのような構成

になっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 29年の数字で申し上

げますと、人数は23名、年代は50代から80代まで

いらっしゃいます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、シルバーファ

ーマー制度はどのような施設でどのような中身の

研修を行っているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 研修の内容でござい

ますが、研修は座学と現地実地研修と両方ござい

ます。主には、県の農業試験場の分場がございま

すので、そちらの圃場をお借りして研修を行って

おりますし、間、現地研修ということで実際に農

家にお邪魔をしてそこで研修ということもござい

ます。実地研修は29年度３農家を訪れまして露地

野菜、それからハウスでやっている施設栽培を研

修したというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 私も、栃木県の農業試験

場の黒磯分場はよく知っておりますので、現在は

原種農場になっておりまして、その一角を借りて

研修しているということでございますが、やはり

露地野菜が中心なのかなと思って見ております。 

  そういう面では、今、県内、市ではないではア

スパラガスを推進しているとか夏秋イチゴを推進

しているとかというような推進作物、ＪＡのビー

ビーナインということで進めているわけでござい

ますが、特に那須塩原市でもアスパラについては

かなりふえているのかなと思っていますので、そ

ういう面では、施設ハウス、パイプハウスを活用

した研修も重点的に進めてはいかがかと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 収益性が高いという

ふうなことを考えますと、有効な手法であろうと

いうふうに考えておりますが、重点的に取り入れ

るかどうかというのは、こちら農業公社の事業で

やっておりますので、その辺はここではっきりと
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いう答弁にはならないんですが、方向性としては

あるんだろうなというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 農業公社でやっていると

いうことでございますので、よく伝えていただい

て、そういうアスパラガスとか夏秋イチゴ「なつ

おとめ」等もしっかりと振興できるような体制に

お願いできればと思っております。 

  現在、農業試験場の原種農場の前身は、農業試

験場の黒磯分場でありました。また古くは藤田農

場と日本遺産に申請した華族農場の一つでもござ

いました。黒磯分場は、県北の試験研究の核でご

ざいまして、「那須の白美人ねぎ」の栽培研究で

あったり、ウドの新品種、今普及しつつあります

「芳香１号・２号」、そしてりんどうの「るりお

とめ」という新品種、これの研究開発の拠点でご

ざいました。こういうようなことが県北地区の園

芸振興につながってきております。 

  また、ここには白亜の講堂ということで研修施

設等もございますが、今は利用していないような

ところもありますので、そういう面では、本市で

夢を持って農業経営をしたいという方々にしっか

りと県とも協力しながら活用していただいて、研

修の成果が上がるようお願いしたいと思っており

ます。 

  そういう中で、特に、こういう若い人がいるわ

けですけれども、本市では今農業の高齢化が言わ

れているわけでございますが、この農業の高齢者

の状況等も一旦それに入る新規就農者の育成も重

要かと思っています。本市の農業従事者の高齢化

率についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 高齢化率ということ

ですが、65歳以上の従事者の率という数字で申し

上げますと、おおよそ52％程度になっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 非常に高齢化率が52％と

いうことで、半分の方が65歳以上だというような

ことでございます。そういう面では、この高齢者

とやる気のある若い参入者のマッチングも非常に

重要かと思っています。そういう面で、市として

マッチングに対する取り組みについてどのように

考えているかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） さまざまな取り組み

を行っていく中で、やはりマッチングというのが

大切になってくるというふうに考えております。

ただ、マッチングを進めるに当たりましては、あ

る程度の規模、スケールがないとうまく進まない

んだろうなということで、現在、市単独というこ

とではなくて、このエリアとして地域就農支援ネ

ットワーク会議というのを組織しております。 

  こちらの構成は、県の農業振興事務所、それか

ら市・町、さらには農業委員会、農業公社、ＪＡ、

それから、これは農業士さんになるんですが、経

営資源仲介推進員というような方々で組織をして

いる会議がございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 特に、現場の情報を知っ

ている方のネットワーク化が必要かと思っていま

す。そういう面では、農業委員会から委嘱された

農業委員であったり、農地最適化推進委員等の現

場組織の方々にその情報を、空き家情報であった

り、耕作放棄地の情報、そして施設等の情報も入

れながらマッチングを進めていただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

  移住相談会を東京で行っているということでご

ざいますが、あわせて就農相談会を行ってはどう
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かと思いますが、市の所見を伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 東京で行っておりま

す移住相談会は、本当にさまざまな分野の相談を

受けております。実際に行っている状況等を今後

も見守りながら、特に農業が多いとか状況になれ

ば農業相談会を特別な枠で用意するということも

考えられるかとは思いますが、現時点ではもう少

し状況を見ながら、現在も農業に関する問い合わ

せがあれば個別に対応はさせていただくという体

制はとっておりますので、現場に行くか行かない

かというのはもう少し状況を見てから取り組んで

いきたいというふうに考えています。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） わかりました。 

  それでは、⑻と⑼の商工業の支援についてお伺

いしたいと思います。 

  チャレンジショップ事業を行っているわけでご

ざいますが、具体的にどのような支援を行ってい

るのか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） チャレンジショップ

の支援としましては、家賃の補助、家賃の２分の

１、上限は５万円でございますが、それを１年間

補助するという制度的な補助を行っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、そのチャレン

ジショップを活用して起業をした件数及びどんな

ショップがあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 件数は、平成28年で

４件、29年で４件です。職種で言いますと本当に

さまざま、美容室、それから足つぼマッサージさ

ん、焼肉屋さん、花屋さん、それからヨガスタジ

オさん、訪問介護の事務所、それからネイルサロ

ン、スケートボードの販売店さんというような中

身でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） すごく、私たちが思うに

は珍しい職種なのかと思います。 

  今後、シティプロモーション指針の広報紙とか

紹介するべきだと思いますけれども、対応をお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） チャレンジャーの紹介に

関することでございますので、私のほうからお答

えいたします。 

  今、議員からございましたチャレンジショップ

事業で活躍されている方の紹介については、既に

エフエム栃木であったりとか広報紙等で紹介させ

ていただいているところでございます。 

  そんな中で、全員を取り上げたかというとそこ

まではいっておりませんので、今後も機を見なが

らいい媒体でもって紹介をさせていただければと

いうふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） まとめにしたいと思いま

すけれども、平成26年５月に、日本創成会議人口

減少問題検討分科会は消滅可能性自治体が896あ

ると公表して注目を集めました。 

  消滅可能性の基準は、20歳から39歳までの出産

年齢にある女性の人口を基準に2010年から2040年

の30年間で半分になる市町村を消滅可能性とした

わけでございます。 

  この発表から地方創生が始まりました。 

  2040年の本市の人口については、32.1％の減少
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でありまして、消滅まではいかないということで

ございます。 

  そういう……時間でありますので、ありがとう

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 以上で５番、小島耕一議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、７番、齊藤誠之議

員。 

○７番（齊藤誠之議員） 皆さん、改めましてこん

にちは。議席番号７番、那須塩原クラブ、齊藤誠

之です。 

  通告書に従いまして一般質問をさせていただき

ます。 

  １、研究指定校について。 

  研究指定校とは、学習指導要領に基づく教育課

程が円滑に実施されるために、特に重要な課題に

ついて研究テーマを示し、指定校や指定地域で実

践的な研究を進めることであり、本市においては、

これまでも市内の学校では文部科学省の研究指定

校として研究テーマの取り組みをしてきました。

しかし、研究指定校となると事業時間等を変えて

対応するため、通常年度の時間（授業や事業）が

確保できなくなることが懸念されることから、本

市の対応についてお伺いいたします。 

  ⑴研究指定校について教育委員会ではどのよう

に捉えているのかお伺いいたします。 

  ⑵これまでに研究指定校になった学校数とその

効果についてお伺いいたします。 

  ⑶研究指定校になることにより、全体の時間

（授業や事業）についてどのような影響があった

のかお伺いいたします。 

  ⑷来年度以降、研究指定校になる予定の学校が

あればお伺いいたします。 

  ⑸今後も研究指定校として指定を受けることに

より、全体の時間（授業や事業）の確保ができな

くなります。その対応をどのように考えるのかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、１の研究指定

校につきまして、順次お答えをさせていただきま

す。 

  初めに、⑴の研究指定校について教育委員会で

はどのように捉えているのかについてのお答えで

ございます。 

  研究指定校は、特色ある教育活動を展開する上

で先導的な役割を果たす学校でございまして、教

育課程の不断の見直しと実践研究の結果に基づく、

より質の高い教育のために必要不可欠なものであ

ると捉えております。 

  次に、⑵のこれまで研究指定校になった学校数

とその効果についてお答えを申し上げます。 

  本市が誕生してから現在に至るまで、国または

県レベルの研究指定校となった学校は、小学校で

10校、中学校で４校の合計14校でございます。 

  近年では平成27、28年度の２カ年にわたり、東

小学校におきまして文部科学省・栃木県教育委員

会指定の「特色ある道徳教育支援事業」が実施さ

れまして、「特別の教科 道徳」の全面実施を控

えた時期ではございましたので、道徳の時間の授

業改善について研究を行ったところでございます。

この研究によりまして先生方が道徳の授業を構想

する力を身につけ、自信を持って児童の育成に当

たることができるようになりまして、研究の成果

が大きかったものと捉えております。 
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  また、豊浦小学校におきましては、平成26年度

に文部科学省指定の「ＩＣＴを活用した教育の推

進に資する実証授業」が実施をされました。ＩＣ

Ｔ機器を効果的に活用した外国語活動における指

導方法の開発を行いました。その授業事例につき

ましてはＤＶＤとなりまして、全国の教育委員会

を経由し各学校に配布をされたということであり

ます。 

  ＩＣＴ機器とＡＬＴの効果的な活用の研究が進

むとともに、本市の英語教育の取り組みを全国に

知っていただくよい機会となったと思っておりま

す。 

  次に、⑶の研究指定校になることにより、授業

や事業など全体の時間についてどのような影響が

あったのかについてお答えを申し上げます。 

  研究指定校になったことにより、授業時間等に

ついては、通常の教育課程の枠を超えて実施をし

たり、教科等を新設したりして実施できるという

ことではございません。原則として、大半の研究

指定では通常の教育課程を実施する中で研究・検

証を行います。したがいまして、年間の各教科の

時間数等は他校と変わらず、確保すべき年間時数

は完全に実施をされているというところでござい

ます。 

  次に、⑷の来年度以降、研究指定校になる予定

の学校についてお答えをいたします。 

  次年度以降の研究指定校となっている学校につ

きましては、文部科学省・栃木県教育委員会から

人権教育の研究指定を受けております黒磯小学校

が該当となります。 

  最後に⑸の研究指定校を受けることにより、授

業や事業など全体の時間の確保への対応をどのよ

うに考えるかにつきましてお答えを申し上げます。 

  教育委員会といたしましては、研究にかかわる

関係省庁や県との事務処理について、研究担当の

指導主事が学校と連携を図りながらそれぞれが担

当する内容を精査し、学校の負担を軽減しながら

研究に当たるようにしてきております。 

  今後とも、事業のための研究になることがない

ように、真に本市の児童生徒のための研究となる

ように学校と連携しながら実践をしてまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、ご答弁いただ

きましたので再質問のほうをさせていただきます。 

  まず、研究指定校についてのご説明をいただき

ました。この研究指定校を指定される条件などは

どのようなものなのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 特に、こういうところと

いうようなことがないことが多いかと思います。

こちらといたしましては、比較的そういった内容

について、これまでもどういう校内において研究

あるいは研修をしてきているかといった状況等を

総合的に勘案して、研究指定を学校と相談して決

めさせていただいているというような状況でござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 各学校の状況を見ながら、

学校とお話をして決めているということで、了解

いたしました。 

  その中で、例えば、全国的に国のほうからそう

いった研究課題として挙がったときに、例えば、

那須塩原市で２校とかそういうことはないと思う

んですが、同一課題として全国的に複数校で行う

といったことはあるのかどうか、もし、わかれば

教えていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 研究領域ということで考

えていた場合には、例えば、県内におきまして２

校指定があって、そのうちの１校を本市において

とかというようなこともあります。また先ほど紹

介しました豊浦小学校のような例は、教科で全国

に散らしましたので、その中の小学校の外国語活

動のほうを本市の場合は受けたというようなこと

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） よくわかりました。 

  それでは、続きまして⑵のほうに入っていきま

す。 

  研究校を受けるに当たり担当された学校では、

先駆けて授業に取り入れることができるなどプラ

スの面が大きいというお話があったような気がい

たしました。実際、研究するのに当たってそうい

ったインセンティブ等はあるのでしょうか。お伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、基本的な考え方で

すけれども、教職員につきましては公務員ではあ

りますが、いわゆる教育公務員というくくりにな

ってまいりますので、教育公務員特例法という法

律の中で、教育公務員は、その職責を遂行するに

当たって絶えず研究と修養に努めなければならな

いというふうにございまして、先生方は絶えず自

分のスキルアップを図るというようなことが求め

られておりますので、そういった意味で、この研

究指定校というのはある意味、そのスキルアップ

を図るためのひとつのきっかけとしては大変有効

なものになっているのではないのかなというふう

に思っております。 

  先ほど、ちょっと触れましたように、各学校に

おきましては現職教育というような形で、つまり

職場内におきましてそれぞれの学校のテーマを設

定して自主的に研究を進めているというものであ

りますので、そういったものをさらに強く推進す

るためのひとつの機会となっているのではないか

なと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  常に研修をし続けるということで、こういった

節目節目とは言いませんけれども、そういったと

ころで当てられるというのもひとつの成果を試す

意味では、そこに対しての研修もするでしょうし、

それをしっかりと捉えて実践していくということ

もあるということで了解いたしました。 

  先ほどのご答弁の中で、東小に関しましては道

徳、そして豊浦小に関しましてはＩＣＴを使った

英語教育ということで、これ私も実際、前回の議

員のほうでは視察に行かせていただきまして、見

させていただきました。本市の英語の取り組みが

全国にＤＶＤとして配布されたということで、実

際、この取り組みがきっかけで他市の、あるいは

他地域の教育関係の方が豊浦小に視察に訪れた事

例なんかはあるのかどうかをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おかげさまで近隣のとこ

ろから訪れたり、あるいは遠くから問い合わせ等

があったりしておりまして、大変私どもとしても

誇りに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） とても名誉あることだと

私も思います。他の地域に先駆け、その研究をし

っかりと成果として出すということを実践した教

育委員会のほうに関しまして、私も名誉であると
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思いました。 

  それでは、そういった事例がありながら、今回

質問のテーマにしておりました研究指定校を受け

ることにより全体の時間や授業についてはどのよ

うな影響があるのかということに関してなんです

が、答弁にあったとおり、授業時間等については

通常の教育課程の枠を超えて実施したり、新たに

教科等を設けたりして実施はせず、大半の研究指

定では通常の教育課程を実施する中で研究・研修

を行っている。通常の時間帯の枠でその研究のテ

ーマを行っているという答弁をいただきました。 

  実際、時間的制限について同じ授業の中で行う

ということはその中で理解できたのですが、研究

部分が入るということで通常の学習で行ってきた

ものよりは、その研究部分が盛り込まれる分、授

業としてではなくて準備等の負担の時間はかかっ

ていくのではないかと思うんですが、その辺につ

いてはどうでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） あくまでも通常の教科と

いう枠の中でということでございますので、授業

時間等に影響はありませんが、より質の高い授業

を展開するための準備等には当然のことながら通

常よりも時間を割かなければならない、あるいは

研究のまとめ等に当たる、あるいは先生方が会議

を持つといった時間は通常の学校での活動にプラ

スの部分でございますので、先生方にとって、あ

るいは学校にとって全く負担がないというような

ことにはならないのではないかなと思っています。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 全く負担がかからないと

いうことではないということで、ご答弁をいただ

きました。 

  それでは、それを持ちつつ、来年度、黒磯小学

校が研究指定校ということでご答弁をいただきま

した。ある程度、何年か先に指定校を受けるもの

もあれば、あるいは次年度、国の学習指導要綱が

変わることによって突如として新たに研究指定が

舞い落ちるというんですか、こちらに来るという

ようなことがあるものなのかどうかお伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 遅くとも、研究指定を受

けていただく場合には、前年度までにはそういっ

た打診が私どもにまいりますので、突然、何がし

の研究指定をお願いするといったことはございま

せん。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。前年

度までには研究指定校として言われるということ

なので、そちらから準備段階が入り、当年度を迎

えるということでご答弁をいただきました。 

  それでは、研究指定校に関しましてはそういっ

た枠の中で行っていく、あるいは事前に研究テー

マがこちらの地域におりてくるということで、そ

の対応に関しましては、学校の先生に関しまして

は質の高い授業にするためにある程度の負担がか

かるというご答弁をいただいたんですが、時間的

な変化はないというご答弁いただきました。 

  ただ、指定校という扱い以外に、例えば、学校

で何らかの研究を進めることになったり、あるい

は何かの指定になったりすることがないのか、研

究指定校以外にですね、そういったものがないの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この研究指定につきまし

ては、国や県といった公的な機関からの研究指定
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というもの以外に、実は、先生方が構成員となっ

ております任意の研究団体というものが県内にご

ざいます。具体的には、小学校の場合ですと小学

校教育研究会、あるいは中学校におきますと中学

校教育研究会という任意の団体がございますが、

こういったところがそれぞれ持ち回りで教科等の

研究を進めるというような活動もございますので、

それらにつきましては、直接教育委員会がかかわ

るわけではありませんけれども、市内の学校、何

年かに一度、何かの教科ということで研究を引き

受けるというようなケースもございます。 

  また、小学校につきましては、実は来年度から

新しい学習指導要領の先行実施が始まりますので、

これは、国からの教育課程の特例校ということで、

教育課程を若干いじってもいいという許可をいた

だきますので、それを受けまして、総合的な学習

の時間を少し使って、今後予定されております英

語教育を実施するといったようなこともございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 県のほうから何年かに一

度引き受けるものがあるというご答弁をいただき

ました。 

  また、そのほかに新学習指導要領の中で新たな

学びで教科化が訪れます英語について、時間の枠

をとるという話を聞きました。 

  その中で、教育長のほうで出てきました、私が

最初に言っていた研究指定校とはニュアンス的に

は外れると思うんですが、時間の枠が調整して、

調整しなければ枠がなくなっていくということで

言われました総合的な学習の時間、この辺につき

まして、まず総合的な学習とはどういったものな

のかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、教育課程におき

まして各教科と、国語とか算数とかというふうに

なりますが、その教科を横断的に扱って、身近な

課題について子どもたちなりに主体的に学んでい

くというような教科となっております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 先ほど総合の時間のご説

明をいただきました。私のほうからも、総合的な

学習の時間という科目は、変化の激しい社会に対

応してみずから課題を見つけ、みずから学び、み

ずから考え、主体的に判断をし、よりよく問題を

解決する資質や能力を育てるための授業であると

いう所見をお読みしたことがあります。 

  そういった中で、この総合の授業が減少すると

いう教育長の答弁がありましたが、ちょっと詳し

く教えてほしいんですが、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） お答えを申し上げる前に、

先ほど総合的な学習の時間を私、教科というふう

にお答えしたかと思いますが、正確に言いますと

教科ではなくて、教育課程上は領域という扱いで

ございますので、教科ではないということでちょ

っと訂正をお願いしたいと思います。 



－305－ 

  さて、今のお尋ねでございますけれども、総合

的な学習の時間は教育課程上、70時間という時間

を充てるようになっております。ところが、新し

い学習指導要領、特に小学校におきまして、英語

が新たな教科として入ってまいりましたが、依然

として学校週５日制は変わりありませんので、こ

れまで以上に授業時間がふえるということになり

ます。 

  その対応といたしまして、現在、国におきまし

ては、この総合的な学習の時間の70時間のうち15

時間までは英語教育の時間に充てることも認めま

すというふうな通知が出てきております。加えて

私どもでは、先ほど申しましたように、教育課程

特例校の申請をいたしまして、さらにプラス20時

間を英語の教科に充てるというふうなことで、全

体の授業時数を余りふやさないような、そんな対

策をとっております。 

  したがいまして、都合合計35時間という時間を

総合的な学習の時間の中から充てているというふ

うなことになります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。総合の時間が約半分減っていくというこ

とで、私自身いろいろ学校のほうに参画させてい

ただくときに、この総合の時間というものは、と

ても地域とつながる重要な時間であるというのを

自分としては認識しております。授業によっては

その場所で学んだものを、そういった保護者、あ

るいは地域の方をお呼びして発表しているケース

があると思うんですが、そういったものに関しま

して、この時間が減ってしまうことへの懸念をさ

れてしまうんですが、この状況に関して教育長は

どんな考えがあるかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおり、

今までの授業時数が減るわけですから、そこに充

てていた活動がどうなるのかということは、疑問

としてどなたも持たれることだと思います。 

  総合的な学習の時間の中で扱っているもの、か

なりの部分が地域学習、あるいは地域の方々とか

かわりのある学習をしておりますので、今後そう

いった役割の部分につきましては、今年度から取

り組みを始めました地域学校協働本部の活動の中

で、その目的をもう十分果たせるものが幾つか考

えられるだろうというふうに思っております。そ

ういったものにこれを移していくことで、これま

で子どもたちが総合的な学習の時間を通して身に

つけてきたものは、変わらずに身につけられるよ

うになっていくのではないのかなというふうに思

います。 

  また、これによって学校地域協働本部の活動が

ある意味背中を押すような形にもなってくれるこ

とを、ある部分では期待をしたいところでありま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。ぜひ

そういった形になればと思います。 

  この後、森本議員がそちらは聞いていくと思い

ますので、私のほうはパスということでよろしく

お願いいたします。 

  今の部分もしっかりと考えていただきまして、

最初にお答えいただきました指定校、研究校、あ

るいは新たな授業により、学びの多様性にかかわ

る部分についてもしっかりと目を向けていってい

ただきたいと思っております。 

  また、答弁でも、今後も教員の負担にならない

ようにという答弁がございましたが、この総合の

時間のあり方が今後重要であると私は先ほど申し

たとおり考えております。子どもたちの最大限の
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学びとなり、地域の方にもしっかりと学びと成長

を伝えられるこの授業についても、今後しっかり

と学校側とも話し合って、できる限り時間を確保

し、内容を精査していっていただければと思いま

す。 

  新学習指導要領による英語の教科化、市独自の

研究、そして、その授業の中で行われる研究指定

校、時間の確保がある中での授業となり、内容に

ついてはそれ相当の負荷がかかると推測されます。

児童生徒はもちろん先生たちへの負担もあるとは

思いますが、那須塩原市においてはそういった授

業の取り組みについて、その他の授業に弊害が起

こることがないよう、先ほどの答弁をいただきま

したとおり、現場との連携を密にして児童生徒の

ために取り組んでいっていただくことをお願い申

し上げまして、この項の質問を閉じさせていただ

きます。 

  続きまして、２、放課後児童クラブ（学童保育）

について。 

  本市の放課後児童クラブ（学童保育）は、地域

によっては入所希望者が多く、希望のクラブに入

ることができない児童が依然としており、結果と

して仕事をやめなければならない等の弊害が起き

ています。既存の施設への改築や増設を行うなど

積極的に整備促進を展開しても、待機児童の解消

にはまだまだ不足していることから、以下の点に

ついてお伺いいたします。 

  ⑴現在の待機児童数を地域ごと、年齢ごとにそ

れぞれお伺いいたします。 

  ⑵定員管理及び入所意向調査はどこで行ってい

るのかお伺いいたします。 

  ⑶放課後児童クラブ（学童保育）の申し込み及

び要否判定を行う機関はどこになるのかお伺いい

たします。 

  ⑷希望するクラブに入れなかったときの本市の

対応についてお伺いいたします。 

  ⑸公設民営と民設民営のあり方についてどのよ

うに考えているのかお伺いいたします。 

  ⑹指導員の現状についてお伺いいたします。 

  ⑺公設のクラブに入れなかった児童に対し、民

設のクラブにおいては利用料金が違うために、預

けることをためらう家庭もあると聞きます。各家

庭の所得の状況に応じて補助制度を設けてみては

どうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それでは、２の放

課後児童クラブについて順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の現在の待機児童数を地域ごと、年

齢ごとにお答えいたします。 

  ２月28日の田村正宏議員の市政一般質問でお答

えしましたとおり、年に２回調査を実施しており

ます。昨年10月１日時点の待機児童数は４人です。

地域ごとで見ますと、黒磯地区が１年生１人、４

年生１人、西那須野地区３年生１人、塩原地区１

年生１人となっております。 

  次に、⑵の定員管理及び入所意向調査はどこで

行っているのかについてお答えいたします。 

  公設クラブの定員については市で管理しており

ますが、民設クラブについては面積から見る受け

入れ可能な定員はありますが、実際に受け入れて

いる数はそれぞれのクラブが設定しているもので

す。 

  なお、入所意向調査については実施しておりま

せん。 

  次に、⑶の放課後児童クラブの申し込み及び要

否判定を行う機関はどこになるのかについてお答

えいたします。 

  申し込みの受け付け及び要否判定はそれぞれの

クラブで行っております。公設クラブについては、
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市の保育園等の入所判定に準じた基準を設け判定

しており、民設クラブにも同様のお願いをしてお

ります。 

  次に、⑷の希望するクラブに入れなかったとき

の本市の対応についてですが、公設クラブに入会

できなかった際の問い合わせにつきましては、あ

きのある民設クラブを紹介しております。 

  次に、⑸の公設民営と民設民営のあり方につい

てどのように考えているかについてお答えいたし

ます。 

  放課後児童クラブは、子どもたちが安心して過

ごせる生活の場であり、発達段階に応じた主体的

な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会

性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等

により健全な育成を図るものであり、運営方法は

異なっていても目的は同じと考えております。 

  民設民営のクラブにつきましては、送迎や長時

間の預かりなど柔軟な対応ができることで、働く

保護者の選択肢の一つになっていると考えており

ます。 

  市といたしましては、今後も児童クラブの運営

を事業者任せにすることなく、ともに子どもたち

を支援していきたいと考えております。 

  次に、⑹の指導員の現状についてお答えいたし

ます。 

  支援員不足の状況は続いており、いかに支援員

を確保するかが課題ではありますが、公設クラブ

については、今年度から法人に一括委託すること

で人員不足を補い合うことが可能となりました。

また、支援員不足の要因でもある処遇については、

国の処遇改善事業に合わせ、処遇改善を行うクラ

ブに対して補助金を増額しております。 

  最後に、⑺の各家庭の所得の状況に応じて補助

制度を設けてみてはどうかとのご意見に対してお

答えいたします。 

  放課後児童クラブの利用料は、申し込み受け付

けから決定、利用料の徴収までを各クラブで管理

しているため、保育園のような所得区分に応じた

補助については、現状では難しいものと考えてお

ります。 

  しかしながら、低所得世帯に対して利用料の減

免を行っている自治体もありますので、今後は国

の動向を注視しながら補助制度について研究して

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  それでは、順次再質問をさせていただきます。 

  先ほど待機児童数のほうをお聞きいたしました

が、この待機数は公設民設合わせた全体の数値と

して捉えてよろしいのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 先ほど申し上げた

待機児童ということですけれども、こちらはいわ

ゆる保育園の待機児童と若干ニュアンスは違って

きますが、いわゆる公設のキャンセル待ちという

形では捉えております。ですから、民設の部分は

把握はしておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 今、ただいま保育園に例

えたらということで聞こうと思ったんですが、入

園待ち児童と同じ扱いであるということでよろし

いですね、今の言い方。 

  それでは、これは調査上では昨年５月と10月に

調査をしているということなんですが、来年度の

入所の希望のお話なんかはお聞きしているでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 来年度の募集の状

況ということで、来年度の選考につきましては12

月の下旬に、公設についてですけれども、一度締

め切りを行っておりまして、申し込みが1,207件

ありました。これは４年生以降の継続という形の

子どもさんを含んだ数字でございます。 

  その中で75人がいわゆる不承認ということにな

っておりますが、その後、通常利用というフルで

利用される形態ではなく、一時利用といいますか、

必要なときだけ一時的に利用するというところの

利用に移行をされたりとか、あとは民間のクラブ

さんも先ほど申し上げたように利用のご紹介をし

ていますので、民間のクラブに申し込まれた方と

か、あとは実際には取り下げたという方々を含ん

でおりますけれども、２月27日現在で公設のほう

に聞き取ったところ、８人が待機中ということで

報告は受けております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） これエリア的にはどこだ

かわかりますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） エリア的にはやは

り承認が得られない、不承認の子どもさんが多い

のは、ピンポイントで言いますと大山小学校近辺

というところが、ほかにも幾つかありますけれど

も、一番数字として多かったのはそこでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 続きの２番のほうにも入

っていくんですが、公設のクラブに関しましては

市のほうで定員の管理を設定しているとのことな

んですが、この定員に対しましては、例えば定員

が40名という設定に関しましては、本当に敷地面

積を最大限に割った人数で設定しているのか、あ

るいは少し含みを持った状態で設定しているのか

をまずお伺いしたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 面積要件で31年度

末までに１人当たり1.65という国の基準に準じた

目安というものがございます。そこに到達する前

に、ある程度その1.65㎡に近い面積要件から割り

出したものというのが公設では考えておりまして、

ただ、それぞれの状況によりまして若干いわゆる

弾力的運用といいますか、弾力的に子どもさんを

受け入れているという実情もございます。 

  それから、民設につきましても、その面積要件

に応じた定員というものをお願いはしているとこ

ろでございますが、実情それぞれの民設民営のク

ラブさんの考え方で、一時利用が非常に多いとい

うところもありますので、そこのところまでは強

制力を持ってというのは現状ではありません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、入所意向調査に関しては行っていな

いということのご答弁がありましたが、前年度比

であったり子どもの生まれる人数等で、クラブ側、

あるいは行政側である程度の把握をしているもの

なのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） まず、意向調査は

やっていないということで申し上げましたが、27

年度の整備計画を策定する際には、１年生から３

年生までの受け入れを、その後４年生から６年生

までに拡大するということの考えが国のほうから
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示されておりましたので、継続して利用するかと

いうニーズ調査という形ではやっております。 

  そのほか、子ども・子育ての未来プランを策定

するにあわせて、その他の施策についてのいわゆ

るアンケートというのをとった中で、放課後児童

クラブの利用についてという形で、いわゆる年長

児の方々の保護者についてのアンケート調査はし

ております。 

  今回まだ皆様にはご提示はしていないんですけ

れども、子ども・子育て未来プランの中間の見直

しということで現在進めているところでございま

すが、その中では、やはり実績といいますか実情

に応じたものという数字でもう一度見込み数を見

直して、より民間さんを含めて実態に近い数字で

計画の見込みを立て直しているところでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまプランのほうは

ということなので、まだこの先は聞けないと思う

んですが、実際もう建設が始まってしまっている

ものも含めて今度の入所希望を行った話によりま

すと、希望を出した方が増設をしたクラブの人数

を足しても入れなかったという事実がもう出てき

てしまっている。あるいは、放課後児童クラブの

整備計画のほうでも、大山小学校区の人数を見た

ときに、もう既に12人ぐらい計算がずれちゃって

いるんですね。来年度もまた120人ぐらい入学さ

れるという話の中での多分そういった希望が１年

生だからあったということも考えられるんですが、

その中でも１つ、預けようとする家庭、初めて幼

稚園、保育園、あるいはその他の施設から小学校

に預けようと思っているご家庭には、どういった

方法で学童の存在であったりそういったものを周

知しているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 新入生ということ

になるかと思うんですが、新１年生の保護者の方

向けには説明会がそれぞれの学校で行われており

ますので、その機会をいただきまして、チラシ等

を配って説明というか周知は行っているところで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 学校で周知しているとい

うことなので、この学校の説明会のほうには大体

は参加されているということで、大体100％周知

できていると考えてよろしいですかね。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 新入学の説明です

ので、ほぼほぼの方々がその説明を受けていると

いうことで私どものほうでは考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、周知はしてい

るということで、今回のこの入所の希望がそうい

ったケースになったということがあったと思うん

ですが、先ほど私が言ったとおり、待機児童とい

う部分で増設をしても入所希望がかなわなかった

保護者がおりました。これは那須塩原市としての

４年生から６年生までの継続しての入所を受け入

れるサービスが伴ったものも含めての計算だった

と思うんですが、実際の人数に差が出てしまった

要因をどう捉えているかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 実際の申し込みの

人数と受け入れのいわゆる定員に差ができてしま

っている要因ということでございますが、やはり

保育園の待機児童が思ったよりも少なくならない

という現状と原因は同じ考え方なのかなというこ
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とで担当のほうでは捉えております。 

  ただ、民設民営のクラブも市内にはございます

ので、トータルで放課後児童クラブを利用したい

という方々のニーズには応えられる状況にあると

いうところで、整備のほうも当然、公設の整備も

進めながらですけれども、応えられるだろうとい

うところでは見込んではおります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 那須塩原市全体として考

えていく、あるいは地域でも民設のクラブがある

のでということでご答弁いただきました。 

  実際、ただ、どうしても近くにある公設のクラ

ブにどうしても一番最初にイメージは行ってしま

うという保護者の心理も、よっぽど説明を受けて

民設のクラブそれぞれの特徴がわかっているよう

なものがあれば、もうちょっと保護者の方でもい

ろいろな融通がきくと思うんですけれども、実際、

増設をしても入所がかなわない現状に対しまして、

先ほど言ったとおり面積要件、せっかく建てたの

にこんなことはできないと思うんですが、苦肉の

策で、例えば弾力的運用をすることが新しい整備

をした後でも可能なのかどうか、こちらをお伺い

したいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） この後の中で、ひ

ょっとすると公設はお断りして民設民営のほうに

お願いする方も出てくるかと思います。やはり定

員というのがございますので、弾力的といいまし

てもやっぱり限度があるのが実情でございますの

で、ただ、市内の民設民営につきましても同様な

形で受け入れていただいている事業者さんがたく

さんございますので、そちらの利用をお願いしな

がら、市全体として子どもの放課後の過ごし方と

いうのを考えていけたらということでは考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。基準

の定員に対して運営を行っていく上でということ

ですね。了解いたしました。 

  じゃ、続きまして、３番のほうに移らせていた

だきます。 

  要否判定を行うところは、それぞれのクラブで

行っているという答弁がございました。実際あと

残り２人の枠があったときに、同じ要件の条件の

家庭がそろってしまったときに要否の決断をする

のも、もうそのクラブにお任せということでよろ

しいでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 基本的には要否判

定、先ほど申し上げましたようにクラブにお願い

しているところですが、クラブにおきましては点

数をつけてはいるんですけれども、保護者の方の

就労の就業時間や週の勤務時間ですね、それから、

お一人お一人面接を行って家庭の状況等を聞き取

るという丁寧な対応をしているということで聞い

ております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、その入所判定

に関しましての基準の中に、例えば学年に関する

基準は設けているかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 学年に関する基準

点ということですけれども、優先度の判断をする、

度合いを判断する中で高学年より低学年を優先す

るという１項目を設けておりますので、同点とな

ったときには低学年の子どもさんが入所ができる

という判断です。 
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○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ということは、そういっ

た基準点の中にそれが入っているということを今

お聞きいたしました。 

  このたびの放課後児童クラブ、先ほど言ったと

おり、新たに４年生から６年生まで入所ができる

ようになって、より幅の広がったサービスが展開

されるというお話は先ほど申しました。春から小

学校へ通うご家庭の方々の中に、どうしても就労

基準が先行してしまって、１年生、新しい学年と

して学童に入れないというケースがあったもので

すから、実際入れるご家庭に関しましては、当然

その近くに学童クラブがあるということで訪れる、

訪れてくるという、話を聞いて入所申し込みをす

るということが考えられることだと思っています。

ましてや初めて預けるということで、ご兄弟がい

るご家庭とは違いましてどういった観点で点数づ

けされるのか。 

  あるいはその子どもたちを預けたい話の中に、

１年生の中でそのクラブにもし、希望したクラブ

に入れなかったときに、今まで保育園では支援を

受けていた家庭のサービスが一旦途切れてしまう

と。これ民設に行けばいいという話になればそれ

で終わりなんですが、そういった観点を抜いたと

きに、公設の学童クラブに関して入所要件するた

めに、低学年、特に１年生、新たな小学生に入学

する人に、同点になったときはインセンティブと

いうものとは違った上でインセンティブを与える

のもいいのかなと思うんですが、その辺に関して

はどうお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 低学年にインセン

ティブをというところですけれども、実際、高学

年の子どもさんが引き続き放課後児童クラブを利

用するというところは、ご存じのように部活動

等々もありますので、通常利用という形では非常

に少なくなってはおります。ただ、通常利用の子

どもさん、高学年の子どもさんの中には、保護者

の就労時間がある程度の時間長いという方々もお

りますので、そのまま高学年だからという理由で

入所をお断りするというのはなかなか難しい形で

ございます。 

  ただ、やはり高学年の方々も含めまして、年度

の初めというのは非常に希望が多いと。今までの

傾向から推測するところでございますけれども、

だんだん一時利用でいいとか、放課後児童クラブ

を利用しなくても部活動だけでいいとかというこ

とでやめていかれる方も現実にいまして、先ほど

申し上げたいわゆるキャンセル待ちというのが５

月よりも10月のほうが少なくなっている現状とい

うのは、最初のうちは親御さんも不安だというこ

とで高学年でも預けると。実態、実情として不安

が解消されてきたとかそういうところで、やはり

高学年の方々の利用というのは、公設ですけれど

も、五、六年生で７％を切る、７％程度なので、

それほど多い数字ではないというのが実情でござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  キャンセル待ちである方が後に入れるというこ

とでは確かに安心するんですが、先ほど部長のほ

うからもありましたとおり、実際不安であるとい

う要素は毎年度預けていたご家庭も考えるのもも

ちろんなんですが、初めてお預けするというご家

庭に関しましてはどうなんだろうという不安があ

ると思いますので、その辺はぜひ、加点にはなる、

ならないで言えばならないという話なんですけれ

ども、１つの題材としては、市のサービスとして

の不安払拭のために１つ念頭に置いていただきた
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いと思います。 

  続きまして、⑷番に移らせていただきます。 

  希望するクラブに入れなかったときということ

で、あきのある民設のクラブを紹介するという答

弁があったんですが、まず公設のクラブから埋ま

っていってしまう理由についてはどのように考え

ているかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 公設のクラブから

埋まっていく理由ということでございますが、民

設のクラブについては、やはり保育料が月5,000

円というところもあります。公設の場合は7,500

円なんですけれども、民設の場合には5,000円か

ら１万2,000円等々もありますので、あとは同じ

学校の敷地内、敷地内とは限りませんけれども、

学校に近い場所に設置されているというところも

あって公設を選ぶという方が多いのではないかと

は考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） おっしゃるとおり、そう

いった、とにかく値段と近さみたいな、いう話が

どうしても先に出てくるということで理解いたし

ました。 

  その中で、要否判定は先ほどもクラブのほうで

行っているという中で、入れなかった希望者に対

しては、残念ながら入所できませんという通知を

すると思うんです。その後にどうしたらいいかと

いう問い合わせに関しては、例えば公設に行った

ときには公設のクラブの方が対応するのか、ある

いは行政の窓口のほうにまた問い合わせください

という形にしているのか、その辺のサポートはど

うなっているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 入会が不承認にな

った方々のご案内ですけれども、当然、不承認に

なった直接のそのクラブでご案内する場合もあり

ますし、市に直接、担当のほうにどうしたらいい

のかというご相談をいただくこともありますので、

それについては実情を伺いながら、よりよい方法

をアドバイスをするという形にはなっております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） お互いに公設民営、民設

民営というクラブのものがありまして、その中で

のやりとりに関して、実際、公設のクラブに入れ

なかったので民設なんですかという誤解を招くよ

うな形を捉えがちになってしまうと。民設クラブ

に入れない理由は、民設ならではの特徴があり、

その中で必要な月謝が伴って額があり、あるいは

その地域に、学校には近いどうこうでも各学校に

は近いところに建っているということで、それぞ

れの特徴があってサービスもいいということは先

ほど部長の答弁にもあったと思います。 

  そういった中で、公設が入れなかったので公設

のクラブの方が、民間のほうに早く入らないと入

れなくなっちゃいますよみたいなアナウンスは、

ちょっとナンセンスだと思うんですが、どう思わ

れますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 先ほど答弁申し上

げたように、民設民営のクラブにつきましてはそ

れぞれ特徴的な、いわゆる保育といいますか子ど

もたちの支援をしていただいているのは承知して

いるところでございます。習い事の送迎を行って

いただいたり、学習支援といいますか勉強を見て

いただいたり、そういうのも実際にありまして、

親御さんの選択肢の中では１つの選択肢となって

おります。それから、預かっていただける時間と



－313－ 

いうのが、やはり延長時間が長いというのも特徴

の一つでございますので、先ほどの保育料にはい

ろんな幅広くありますけれども、額の高低はあり

ますけれども、やはり特徴ある保育をしていただ

いているという、公設では見ていただく時間が少

な過ぎると、時間が制限されるというところは、

やはり民間さんにもフォローしていただくところ

ですので、市といたしましても、民間の施設もい

いところといいますか、とてもお勧めできるとこ

ろですというＰＲ、今、議員がおっしゃったよう

に、そこの部分も漏れがなくＰＲしていけたらと

思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひよろしくお願いいた

します。私も実際子どもを預けたことがないので、

実情わからないままというのもあるんですが、相

談を受けた中、あるいはその事業を行っている方

のお話を聞いたときに、民設民営クラブは公設の

補完であるという考えは持ちたくないというお話

を受けました。これの理由がひょっとしたらそう

いったところにあるとすれば、それは行政のほう

がしっかりと仲介になって、公設も民設も那須塩

原の地域の子どもたちをしっかりと預かり、そし

ていろいろな特徴を持った保育をするということ

が通念、通っているわけですから、そういった何

というのかな、公と民でどうこうというものがな

いように、だから、任せ過ぎるとそういった懸念

がされますので、しっかりと目を光らせていただ

いて、そういったものではなく、民設民営に関し

ても物すごく特徴があって、先ほど言ったとおり、

そういったところまでちょっと学校とかで特徴を

説明しているかどうかまでは、私も聞いたことが

ないのでわからないんですが、ぜひそういった特

徴をしっかりと言っていただいて、だめな方だっ

た場合にはしっかりと子ども未来部のほうの所管

で意見を聞いていただいて、こういったところも

ありますがという形のほうが私はいいと思います

ので、ぜひご検討してみてください。 

  続きまして、⑹番のほうにも入っていきます。

５番、６番……、ごめんなさい、６番のほうに入

っていきます。 

  指導員のほうに関しましては改善をしていると

いうことで、引き続きこちらもよろしくお願いし

たいと思います。 

  答弁に１つありましたが、処遇の改善を行うク

ラブに対しては補助金を出すという回答がござい

ました。これは指導員に対しての処遇の改善とい

うことでよろしいでしょうか。１点だけお聞かせ

ください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 国の処遇改善事業

というメニューがございまして、施設のほうで給

料とか、いわゆる共済費といいますか社会保険料

等々、改善を行ったという実績があるクラブに関

しましては、市のほうで国の分にあわせまして補

助金を増額して支給しているというところでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。あり

がとうございました。 

  それでは、続きまして、７番のほうに入ってい

きます。 

  公設のクラブに入れなかった児童に対して、先

ほどもお話があったとおり、利用料金が違うため

にというお話もございました。敷地もあるんです

が。そういったものがある中で補助制度を設けて

みたらということで、研究をしていきたいという

ご答弁をいただきましたが、所得に応じた補助を

するということがあれば、選べる選択肢が最初か
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らふえると思っております。これからも共働きの

家庭、あるいはひとり親の家庭の児童を預けるニ

ーズはふえてくると思っております。その今の状

況を数年かけて対応するのではなく、今、今回入

れていない子どもたちをどう補っていくかという

ことを考えると、先ほどの低学年に関するインセ

ンティブもそうですが、そのときの料金の弊害が

発生しないように市としての考えを持つべきだと

思っております。 

  どうしても市全体で考えてしまって、そこに関

しては難しいという話があったんですが、この補

助の制度に関しましては、県内では、小山市とか

では学童に入るときに2,000円の補助を出してい

るという補助制度がございます。こういった補助

の制度を出すことによって、公設に入れなかった、

あるいは民設を選ぼうとしたときの１つの選択肢

の中に、値段の壁をとるという意味ではぜひつけ

ていっていただきたいと思うんですが、改めてお

伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 公設と民設の値段

の壁をとるための補助というご質問かと思います。 

  先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、

今回、選考に漏れた子どもさんに対してすぐとい

うのはなかなか厳しいというのが現状でございま

す。どういう形で所得の部分の補塡をするか、低

所得者対策にするのか、一律にするのかというと

ころもございますので、やはり今後の研究の課題

とさせていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひ研究というよりも、

すぐ課題として取り上げていただきたいと思って

おります。 

  今後まだ地区によっては子どもたちがふえ、待

機児童の解消に向けてやっていきますが、今後子

どもたちを預ける人数が減っていくときには、ど

うしても料金の見直し等々は発生してくると思い

ます。ですから、全体的に値上げというものは市

民に対しては大変ひどいと思われるかもしれませ

んが、そこのかわりに補助を出していくという形

で補っていくことで、最終的な運営にも係る経費

も国の補助もどこまで続くかわかりませんし、そ

ういったところに踏み切るためには、こういった

今の基準においても補助の対策をしっかりと練っ

ていくのは必要であると思います。 

  本当に入れない地域によっては、これは文科省

になりますけれども、放課後子ども教室を開催し

て、地域の人たちが連携して見てもらうという制

度もございますし、とにかく子どもたちの預ける

環境をこれからもしっかりと那須塩原市には期待

していきたいと思っております。こういった経済

的負担、あるいはインセンティブを与えることに

よって、預けるご家庭の不安をまずとってあげる

こと、そして子どもたちがそこで伸び伸びと保育

を受けて、そしてその施設でなれ親しんで暮らし

ていくこと、そういったことに関しまして、市と

してのサポートを最終最後までしっかりと見届け

てやっていきたいことをお願い申し上げまして、

この項は質問を閉じさせていただきます。 

  続きまして、３、本市の情報モラルの徹底によ

る市の姿勢について。 

  インターネットの利用にかかわるトラブルや犯

罪の発生は年々増加の傾向にあり、18歳未満の児

童被害者のニュースも多く見られるようになりま

した。これはＳＮＳの発展により、手軽に情報の

やりとりを場所を選ばずに行えることにあります。

全世界の人々に簡単にかかわることができてしま

う環境について、児童生徒が所有しているゲーム

機やスマートフォン等の情報機器は、あらゆる手
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段を講じても、時として危険な状況に巻き込まれ

てしまう可能性があります。情報機器の安全性と

危険性を明確にし、子どもたちに対し、市がしっ

かりとした基準を設けることが重要であることか

ら、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴現在の児童生徒に対する市の施策についてお

伺いいたします。 

  ⑵情報機器を持つ児童生徒への影響についてど

のように捉えているのかお伺いいたします。 

  ⑶管理責任を持つ保護者への周知についてお伺

いいたします。 

  ⑷本市の児童生徒及び保護者に情報機器の安全

性と危険性を明確に示し、子どもたちへの影響を

最小限にするために、市がしっかりとした基準を

設けることが重要であると考えます。今後本市は

情報機器の取り扱いに際して、どのような取り組

みを考えていくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、３の本市の情

報モラルの徹底による市の姿勢についてのご質問

に順次お答えをさせていただきます。 

  初めに、⑴の現在の児童生徒に対する市の施策

についてお答えをいたします。 

  教育委員会では、急激な情報化の進展とネット

社会の広がりが児童生徒に及ぼす影響等を鑑み、

児童生徒と保護者を対象として、平成27年３月に

情報モラル育成に関するアンケートを実施いたし

ました。その結果、約８割の児童生徒が何らかの

インターネット機器を所有していることがわかり

ました。 

  そこで、情報モラル育成や情報機器を利用する

上でのルール、マナーの徹底が肝要と考え、各小

中・義務教育学校において、学級活動、道徳、総

合的な学習の時間などの年間指導計画に位置づけ

て指導できるよう、ネットモラル学習用のソフト

ウエアを全校に配備をいたしました。 

  また、各学校におきましても、児童生徒対象の

講話や保護者対象の研修会などを実施し、安全な

利用の仕方やトラブル事例などの学習を行ってい

るほか、毎年、市教育振興会情報・メディア教育

部会と教育委員会の共催で情報教育研修会を実施

するなど、児童生徒の情報モラル育成に対する取

り組みを進めているところでございます。 

  次に、⑵の情報機器を持つ児童生徒への影響に

ついてどのように捉えているかについてお答えを

いたします。 

  先ほどお答えしましたアンケートの結果の分析

では、１日３時間以上機器を使用していると回答

した児童生徒が10から15％ほどおりました。機器

の長時間利用により勉強に支障が出たり、あるい

は睡眠不足となったりするだけでなく、ブルーラ

イトによる健康への影響も心配されるところであ

ります。 

  また、ネット利用に伴うトラブル経験は中学生

に多く、いじめにもつながるトラブルなども学年

を追って増加する傾向にある点も憂慮されるとこ

ろであります。 

  さらに、フィルタリングなどをしていない場合

は、さまざまな危険と隣り合わせになることから、

保護者と連携した対応がより一層求められてくる

ものというふうに認識をしているところでありま

す。 

  次に、⑶の管理責任を持つ保護者への周知につ

いてお答えをいたします。 

  さきのアンケートでは、保護者がインターネッ

ト機器を持たせていないと思っているケースや、

フィルタリング機能を設定しないで児童生徒に機

器を持たせているといった実態が多く見られてお

ります。そのため、市内小中学校の全保護者にア
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ンケート結果の概要版を配布し、注意喚起を行い

ました。また、ネット利用に関するルールをまと

めた「那須塩原っ子の安心ネットルール」を策定

しまして全保護者に配布し、ネット利用に関する

家庭のルールを決めることなどの呼びかけを行っ

たところであります。 

  今後も市ＰＴＡ連絡協議会とも連携しながら保

護者への啓発を図っていきたいと、このように考

えております。 

  最後に、⑷の今後本市は情報機器の取り扱いに

際して、どのような取り組みを考えていくのかに

ついてお答えをいたします。 

  以前は児童生徒に情報機器を持たせないことを

前提とした議論が多かったと思われますが、最近

では持たないことがほぼ考えられない現状となっ

ておりまして、リスクマネジメントの考えのみで

なく、クライシスマネジメントの発想で情報モラ

ル教育に取り組む必要性を痛感しているところで

あります。児童生徒にネットの特性を理解させ、

自分自身の問題として自覚できるよう、リスクを

予想する力や上手な活用の仕方を身につけさせる

ことが、今後の教育の中で重要なポイントになる

ものと考えております。 

  また、保護者も含めた私たち大人がもっと子ど

もたちにかかわり、問題意識を持ち、しっかりと

考えていく機運を醸成していくことが大切であろ

うと、このようにも考えております。 

  今後も保護者と連携しながら啓発活動に努め、

情報機器を持たせる際の留意点や安全対策、お子

さんとの十分な話し合いなどを引き続き呼びかけ、

市全体で取り組んでまいりたいと、このように考

えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  それでは、順次再質問させていただきます。 

  まず、１番なんですが、平成27年３月にアンケ

ートを行ったということで、これは学年指定でた

しか６年生、５年生と１年生だか２年生だかだっ

たということで、生徒数の学年に限定があったと

思うんです。もう３年がこれでたとうとしている

んですが、そこで新たにアンケート調査を行う考

えはあるか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 実は毎年実施をしており

ます小学校４年生、５年生のとちぎっ子学習状況

調査、それから６年生、中学２年生を対象とした、

とちぎっ子は中学校１年生入りましたが、小学校

６年生と中学校２年生を対象にした学習状況調査

の中でも似たような設問はありますが、さまざま

な問題がある中で、より現実の実態として把握を

していく必要はあるんじゃないのかなというふう

に、このように考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 今、ご答弁いただいたと

おり、各学年での所持のデータをとっていくべき

だと思っております。この先ずっと関連していて

最終的な答弁にはつながっていくんですが、各学

年で持っているか、持っていないかでその学年で

の所持率がわかる、あるいは、その中でのいろい

ろな対策が打てていくと思うんですけれども、そ

ういった、今までは携帯電話に特化したものであ

った中で今、教育長の答弁があったとおり、別な

調査の中に携帯電話をぽこっと入れた調査が可能

なのかどうかをもう一度お伺いしたいんですけれ

ども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど申し上げました学
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習状況調査の中に、携帯電話あるいはスマートフ

ォンの所持についての設問もあります。ちなみに、

これは先ほど申し上げました４年生以上なんです

けれども、４年生から５年生にかけては、その調

査によると約半分の子が、設問は「持っていない」

なんですけれども、半分の子が持っていると。そ

れから、６年生になりますと、持っていないとい

うふうに答えた子が40％に減ってまいります。中

学校に入りますと、これが持っていないというふ

うに答えている子が20％ということですから、学

年が上がるにしたがって持っている割合がふえて

いるということはここからわかると思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） やっぱり時の流れという

か、どうしても学年が上がるごとに持ちたいとい

う希望があって、自分では買えないので多分、保

護者の同意のもと買っているとは思うんですが、

そういったデータがあるということはよくわかり

ました。 

  ただ、学年によっての所持率だけであると、実

際に、この後ちょっと聞いていこうと思ったんで

すが、２番のほうにも入っていくんですが、一昨

日、山形議員のほうでは、携帯のスマホによるい

じめのほうのお話があったと、質問があったと思

います。私のほうは、もう一つのほうの学力の低

下にどれだけ結びついていくのかというところが、

データ上とれることが可能になるのではないかと。

これは情報公開してくれというわけではないんで

すが、各所持する子がわかれば、どれだけ影響あ

るかというのも正直わかる、要因の一つとしてわ

かっていけるのではないかと思うんですが、実際

学力の低下につながっているんだよというような

データか何かというのは、何か把握しているもの

があるかどうかお伺いしたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学習状況調査の中の分析、

クロス集計等を行っていく中で、おのずと携帯、

スマホ等を扱っている時間がふえればふえるほど

家庭における学習の時間は減ってくるわけであり

ますので、それが全て学力というふうに結びつく

かどうか、それはちょっとまた難しいところがあ

りますが、少なくとも家庭における学習の時間が

減るということは間違いないことであろうという

ふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 余りこそこそやってくれ

とも言えないので、そういったデータで実際影響

があると言えば、しっかりとしたデータを保護者

にも周知できると思いますので、使っている分、

勉強はしないから学習能力が落ちるというデータ

とはまた別に、そういった証拠としてひとつやっ

てみるのもいいかと思いますので、ぜひ検討して

みてください。 

  それでは、３番のほうにも移っていくんですが、

管理責任を持つ保護者ということで、今年度まで

もＰＴＡ主催の、市Ｐ連の主催であったり、ある

いは学校区で講演会を行ってきたというご答弁が

ありました。スマートフォンやインターネットに

つながる機能を持つ電子機器からの影響について

の研修や講演会は、来年度以降も続けていくのか

どうかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは山形議員のときも

お答えしたかと思うんですけれども、持たせない

ことが一番いいわけですけれども、先ほどお答え

したとおり、今後大人になっていったときにおの

ずとそういうものを手にしなきゃならないとすれ

ば、やっぱり安全に正しく使える、そういった知
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識や態度というのを育てていく必要があるわけで

ありますので、そういったものをするために、や

はりしっかりとフィルタリング、あるいは家庭内

のルールというものをしっかり守らせることが、

子どもたちを守ることになるんだろうと思います。 

  例えで申し上げましたとおり、無防備でいきま

すと、本当に小舟で荒海に乗り出すことと同じで

ありますので、もう一挙に不特定多数のたくさん

の大人の人と接触する可能性が出てまいりますの

で、ある意味そういったフィルタリングやルール、

そういったものをしっかりと守らせることによっ

て、ある意味、内海で安全にそういったものを使

えるような力をつけていくということをしっかり

保護者の方に認識していただかなければ、これは

徹底されないわけでありますので、やはり危険と

隣り合わせであるということをさまざまな事例を

通して保護者の方に学んでいただく機会は、これ

からもたくさん用意していかなきゃならんのじゃ

ないかなと、このように思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） おっしゃるとおりだと思

います。子どもたちに教える教育と保護者が聞く

機会がある講演会、あるいはともに考える時間と

いうことで、どうしても教育委員会が頑張ったと

しても、各家庭に伝わる手だてが子どもからしか

なかったり、お手紙であってもたまたま読まれな

かったとかという形もあると思いますので、これ

をこれからもつなげていくのに、１つ持たせない

という理論がなくなってきたという中でも、実際

私が受けた那須地区関係の講師の方は、中学校、

その先生は高校生まで携帯電話は要らないはずだ

というデータで講演されておりました。実際、中

学生の中、義務教育の中では、私も子どもには持

たせておりませんので、持たせた中での使用方法

について、これからどう考えていくかという話を

今ご答弁いただいたと思うんですけれども、実際

子どもたちに家庭で使うルールを決めてください

ねという指導は、実際言いやすく、考えてくださ

いというのはわかるんですが、どこで統一感がと

れているかわからない中で、今後、那須塩原の携

帯のネットルールも含めて子どもたち自身に、携

帯を持ちたいと思っている子、あるいは持ってい

ない子、持たないという子ですね、あるいは持っ

てしまった子で、それぞれ独自のルールを話し合

ってつくっていただく機会を設けていただくこと

はできないか、その辺についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、基本的に、持たな

いことが私としても一番いいことだと思います。

実は、非常にそういう携帯端末に依存したコミュ

ニケーションというのを、私は、それはコミュニ

ケーションとは言わないんじゃないのかなと思い

ます。やっぱりコミュニケーションってフェー

ス・トゥー・フェースでやることによって、さま

ざまなものが身につくわけでありますので、単な

る文字情報だけでのやりとりというのは、正確に

言えば、これはコミュニケーションとは言わない

んじゃないのかなと思うんです。 

  ですが、実際に子どもたちの中には、やっぱり

それを持っているのも事実です。ですので、必要

があるかどうかということを考えたときに、小中

学生などが日常的に携帯を必要とする場面がある

のかということを、まず保護者の方には考えてい

ただければありがたいなというふうに思うんです。 

  そういったことを踏まえた上で、例えば例とし

て、日新中学校区で日新サミットというのを今や

っておりますけれども、その最初の出発点は、実

はこのネットモラルについて自分たちの問題とし
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て考えましょうということでスタートをして、子

どもたち、それに大人の人、地域の人が入って、

それでみずからルールを考えて決めていったとい

うような取り組みもあります。ですので、やっぱ

り子どもは子どもなりに自分たちの問題として、

どういうふうに向き合っていったらいいんだとい

うことはしっかりと考える機会をつくるというこ

とは、これはとても大切なことです。しかも、そ

れに保護者や地域の方も入るという、これがとて

も大切なことじゃないのかなというふうに私は思

っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 以前に携帯電話のほうの

質問をさせていただいたときに、その日新サミッ

トのほうでやっているということで、今回、新聞

にも載っていたとおり３回目ということで、その

第１回目がそういった携帯電話の使用に関するも

のということで地域を巻き込んでお話ししたとい

うのをお聞きして、各学校でも人数等々あるんで

すが話し合いを、しっかりと子どもたちに責任と

自覚を持たせた状態で、保護者にしっかりと自分

たちの制限を言うと。使う子は言うと。持たない

子は持たなければいいという話なので、それぞれ

の思いをそれぞれで意見交換をして、ぜひルール

づくりを、前回は那須塩原市教育委員会としてし

っかりとしたものを市Ｐ連とともにつくりました。

それの改定版として、子どもたちが考えたその学

校区の子どもたちのルールみたいな、そういった

もので進めていっていただければ、より自分たち

の防御線であったり、自分の使う能力であったり、

それの防御だったりを学んでいけると思いますの

で、ぜひ検討していただきたいと思っております。 

  もちろん保護者に関しましても、ただやるよ、

やったんだというわけではなくて、そこをしっか

りとＰＴＡ等々で周知できればと思いますので、

そういった考えでぜひ進んでいっていただければ

と思います。 

  今後も携帯電話、あるいはネットがつながる電

子機器については、時として巧妙かつ大胆な犯罪

に結びついてしまうことがあるかもしれません。

子どもたちがそういった危機に遭わないためにも、

自主的に防衛でき、モラルを持っての取り扱いを

できるように、そして、所持する時期もしっかり

と保護者と話し合って決めること、これまでのル

ールを見直し、さらに進化できるよう、そして、

とにかく携帯できるものは１人でやらせないなど

の決まり事を持ったり、そういうことが必要であ

ると思います。教育委員会の考えをさらに明確に

して、その中に学校、保護者が連携して、子ども

たちみずからが危機感を持ち、ちょっとした軽は

ずみな思いで大きな被害に遭わぬように意識啓発

をこれからもしていっていただくことをお願いい

たしまして、この項の質問を閉じさせていただき

ます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、４、全天候型

の子どもの遊び場の設置について。 

  本市には、悪天候の場合でも子どもたちが伸び

伸びと遊べる全天候型の施設がありません。特に

子どもの人数が多い西那須野地区では、近隣の自

治体施設を利用している方が多い現状を知り、本
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来の行政区である本市での設置の必要性を感じま

す。 

  第２次総合計画の実施計画の中でも、子どもの

遊び場に関しては調査研究をテーマにしておりま

すが、ゼロ予算事業ということもあり、本市の考

えを改めてお伺いいたします。 

  ⑴平成25年度のアンケートでは、子どもの遊び

場について、市民の方から必要であるとの意見が

あったと思います。５年目を迎える中で、今まで

子どもの遊び場に関しての研究はどのようになさ

れてきたのかお伺いいたします。 

  ⑵平成30年から31年度の実施計画にゼロ予算事

業として計上しておりますが、どのような研究調

査を行うのか具体的にお伺いいたします。 

  ⑶調査研究に際し、関係部局が連携を図り、分

野横断的な体制での取り組みが理想であると考え

ますが、本市の見解をお伺いいたします。 

  ⑷単に遊び場のみでなく、それぞれの機関を集

約させてワンストップで活用できる施設の整備を

することは、世代間の交流拠点になると思います。

また、他市の施設の利用状況を見ても、利用者は

市民のみならず、市外から遊びに来ている実態が

あります。本市においても全天候型の屋内施設を

建設し、広くＰＲを図れば、市外からの利用客も

見込め、相乗効果が期待できますが、整備に関し

てどのように考えているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 齊藤誠之議員の全天候型の子

どもの遊び場の設置についてご質問いただきまし

た。順次お答えを申し上げたいと思います。 

  初めに、⑴の子どもの遊び場に関しての研究は

どのようになされてきたのかと、⑵の次年度以降

のどのような研究調査を行うのかについては、関

連がございますので一括してお答えをさせていた

だきます。 

  本市が平成25年度に未就学児の保護者を対象と

して実施をいたしました子ども・子育て支援事業

ニーズ調査におきましては、さまざまな子育て支

援事業についてご意見やご要望などをいただきま

したが、子どもの遊び場につきましては、子ども

が安心して遊べる場所が欲しい、雨天でも遊べる

施設が欲しいなどの意見が寄せられたところであ

ります。 

  市といたしましても、子どもの成長発達の過程

において重要な役割を担う遊び環境のあり方につ

いて調査研究を進めるため、主に他の自治体が行

っております子どもの遊び場に関する情報の収集

や先進地視察などを行ってまいったところでござ

います。 

  今後も引き続き、遊び環境のあり方といったソ

フト面と既存施設の活用を初めとした施設整備の

ハード面から、本市にふさわしい遊び環境につい

て調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑶の調査研究に際し、関係部局が連携を

図り、分野横断的な体制での取り組みについて、

これに関する本市の見解についてお答えをいたし

ます。 

  本市の子ども・子育て支援に関する施策につい

ては、関係各課で構成されます子ども・子育て支

援施策推進委員会において調整及び連携を図って

いるところであります。また、子育て中の方や子

ども・子育て支援関係団体、学識経験者の方々に

委員としてご参加をいただいております子ども・

子育て会議におきましても、ご意見を伺っている

ところであります。 

  子どもの遊び場についても、必要に応じてこの

ような委員会や会議においてご意見をいただきな

がら進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、⑷のワンストップで活用できる施設整
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備についてお答えをいたします。 

  議員の方々からも子どもの遊び場に関するご意

見などを多くいただいておりますので、既存施設

の有効活用や民間の集客施設との連携など、多面

的に本市にふさわしい遊び環境についての調査研

究を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 市長のほうからご答弁い

ただきました。 

  それでは、順次再質問していきます。 

  この件につきましては、さまざまな議員がこれ

までも質問してまいりました。私も確認、進捗と

いうことで今回質問させていただいたんですが、

最初の答弁にありました、これまでにどのような

調査を行ってきたんですかという問いに、自治体

が行っている子どもの遊び場に関する情報収集や

先進地視察というご答弁がございましたが、例え

ばどのような施設を視察してきたのかをお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 所管が子ども未来

部というところで、私どもの担当のほうで幾つか

の実際に雨天対応の施設というところで、近隣で

したら大田原市さん、それから矢板市さん、それ

から小山市さんも視察という形で見に行っており

ます。 

  それから、実際に那須塩原市にも、民間の施設

ですけれども、ボールプールとかいろんな、ほか

の施設と遜色のない遊び場というのが現にござい

ますので、そちらも視察といいますか、お話を伺

いに現場を見に行ってきたところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 地域のエリアと小山市の

ほうまで行ってきたということだったので、率直

にどうだったですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 率直な意見という

ところなので、私も実際に見に行かせていただい

たところもあります。本市の親子が実際には利用

させていただいているという施設があるのも承知

しておりますし、ただ、これを建てるときもそう

ですけれども、維持管理をするというところが、

行政単体でやると非常にハードルが高いなという

ところが率直な感想でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 施設の内容より、どうし

ても財政にいってしまうところがちょっと寂しい

んですけれども、やり方はいろいろあると思うん

です。私も子どもがいて、自分ではないんですが、

ちょっとお友達の家族の方が、那須塩原市のほう

の商業施設の中にある遊び場へ連れて行ってもら

いました。結構充実したものが入って、ホームペ

ージにも載っているんですよね。結構、小山市

等々にあるものと全然遜色ないような遊び場とい

うことを見ておりました。 

  こういったものを市全体に波及していくのに、

那須塩原市、拠点が黒磯、那須塩原、そして西那

須野とあるものですから、実際これから黒磯駅前

に関しては、図書館が設置されるところにキッズ

エリアがついてくるであろうと。この先、那須塩

原の駅前も順次、市庁舎等々の開発があり、その

中に何らかのキッズ関係のものはついてくるであ

ろうと。そして、西那須野地区に関しては、今の

ところ駅前の開発等々は全て終わっております。

その中で子どもたち唯一のアドバンテージとすれ

ば、子どもたちがたくさん生まれて子どもたちが

たくさんいると。そして、近隣の施設と居住区域
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が混同しておりますので、そちらに行っている現

状を見れば、その地域エリアにそんな大きいテー

マパークになるようなものはないにしても、そう

いった設置をしていくべきだと思っているんです。

実際、民間の方がつくっていただければ、これ相

当にすごく便利なものであるということを考える

と、例えば行政側からそういった施設建ててくれ

ませんかというようなＰＲはできないものなのか、

こんなことをちょっとお聞きしたいんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ご質問いただきました。実は、

私から担当部局にちょっと指示を出したところで

ございます。まず、公共施設で本当に使えるスペ

ースがないのか、そういったものを徹底的に洗い

出せというのを１点まず指示をしたところであり

ます。 

  もう一点は、先ほど齊藤議員からお話がありま

した民間の力をかりるという方法が１つないのか

ということで、民間施設にそういった形でお話を

持ちかけ、そしてタイアップする、そういった方

法がとれるんじゃないかと。それも今回の研究調

査、そういった中に入れてちょっと研究をしろと

いう話をしたところでございますので、もう少し

この結果についてはお待ちいただければと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） そこまで言ってくれてい

るので、あと１つ確認だけなんですけれども、市

としてはこういったものは必要であるという認識

だけはございますよね。そこだけお聞かせくださ

い。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 必要であるというふうに私も

感じているところではございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきましてあ

りがとうございました。ほっといたしました。 

  各施設は集客施設として担って、まちの起爆剤

として使っている地域もあれば、駅へ集合、集約

して集客施設として、この間、相馬議員が言った

とおり、私ども兵庫県の明石市のほうに行ってき

たときには、駅前再開発と同時に子どもの施設を

入れたということで、子どもたちの遊ぶ施設があ

る、小山駅と同じような状態です。あと、足利市

さんに関しましても、キッズピアに関しましては、

商業施設の中にやっぱり遊び場を設けまして、そ

こを委託という形で社会福祉法人の方が委託され

て運営していると。そういった形で行政提案型の

公募ということで、行政が全て出したところに民

間を呼ぶという方法であれば、今までの方法だと

思うんですが、やる気がある施設さんにどういっ

た形で補塡できるかをＰＲして、ぜひこの地区に

つくっていただく。先ほど市長が言ったとおり、

空き施設があるようであれば、そういったところ

を何とかできないかというところは、確かに目の

つけどころとしてはとてもいいことだと思ってお

ります。 

  どうしてもニュース等を見れば、近隣の施設、

隣同士なので余り言いたくはないんですが、なぜ

か集客施設の何十万人目のお客さんが那須塩原市

民であったとかというニュースを見ると、とても

寂しい思いがします。実際、この施設に自分たち

の遊び場がしっかりとあるということを今の子ど

もたちに学ばせ体験させることが、この地域を愛

する醸成の一つになるということも思いますし、

その遊び場を用意できる市としての姿勢も今の子

育て世代の保護者には、あるいはお年寄り、３世
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代ですね、そういったところにもＰＲできていく

のかなと思います。 

  小山市に関しましては、キャッチテーマが「子

どもを真ん中に、三世代が交流できる室内公園」

という名前をつけているそうです。外で遊ぶ基本

はもちろん、晴れた日は外で遊びましょう、今ま

で部長ともいろいろ話をしてきて、基本的には外

で遊ぶのが基本なんですが、こういった天候は今

どういう状況だかもわからない中で、そういった

施設は必ず必要であると思う中で市長の答弁をい

ただきました。 

  ぜひ今後いろいろな形で議員から提案されると

思いますので、ぜひ前向きに、そしてなるべくス

ピーディーに早く実施に移れるように期待いたし

まして、ここの項の質問を終了させていただきた

いと思います。 

  以上で私の一般質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で７番、齊藤誠之議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、25番、山本はるひ

議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 山本はるひでござい

ます。 

  通告に従いまして一般質問を行います。 

  １、平成30年度当初予算と事務事業評価につい

て。 

  私は、昨年の12月定例会で、平成30年度の予算

編成の考え方について、また事務事業評価を予算

編成にどのように生かしているかについて質問を

いたしました。 

  このたび「那須塩原市に住み、生活するみなさ

んを一番に考える」を基本に、事務事業推進のキ

ーワードを「選択と集中」として平成30年度当初

予算が示されました。そこで、協働のまちづくり

の視点から伺うものです。 

  ⑴実施計画の平成30年度重点事業は、予算の中

でどのように位置づけられているか、また事業選

定に当たっての審議過程、決定のプロセス、さら

に他の事業との推進の違いについて伺います。 

  ⑵平成28年度事務事業評価の結果を踏まえて、

平成30年度当初予算編成をされていると思います

が、その中でスクラップした事業とビルドした事

業は何かを伺います。 

  ⑶平成30年度当初予算のゆーバス・予約ワゴン

バス運行費について、平成30年度の事業内容を伺

います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 山本はるひ議員の平成30年度

当初予算と事務事業評価についてのご質問にお答

えを申し上げます。 

  初めに、⑴の重点事業の予算上の位置づけ、決

定までのプロセス及び他事業との推進の違いにつ

いてお答えをいたします。 

  第２次総合計画前期基本計画の重点プロジェク

トを推進するための重点事業については、事務事

業推進のキーワード「選択と集中」のもと、優先

的かつ集中的に財源配分すべき事業と位置づけた

ものであります。 

  予算計上に当たっては、他の事業と同様に、財

政課長によるヒアリング及び審査、総務部長審査、

副市長審査、市長裁定の各段階で審議した上で決

定をしております。 

  また、重点事業では、将来像の具現化及び県北



－324－ 

地域の中心都市となるためのステップとして、特

に力を入れて推進する取り組みであることから、

ヒト・モノ・カネという経営資源を優先的かつ集

中的に配分し、スピード感を持って事業推進をす

るものであります。 

  次に、⑵のスクラップした事業とビルドした事

業につきましては、２月26日の会派代表質問にお

きまして、志絆の会、眞壁俊郎議員にお答えをし

たとおりでございます。 

  最後に、⑶の平成30年度のゆーバス・予約ワゴ

ンバス運行費に関する事業内容についてお答えを

いたします。 

  ゆーバス・予約ワゴンバス運行費の事業につき

ましては、交通事業者との運行協定により地域バ

スを運行するもので、主な経費は交通事業者に対

する補助金となっております。 

  現行のゆーバス及び予約ワゴンバスにつきまし

ては、平成25年10月に各事業者と締結をいたしま

した協定に基づき運行をしているところでありま

す。その協定がことしの９月末をもって終了する

こととなることから、引き続き市民の移動手段と

して、より利用しやすくなるよう、今回議案とし

てご提案をしております那須塩原市地域公共交通

網形成計画に基づき、運行形態などを見直した上

で継続してまいりたいと考えております。 

  そのほか、バス停留所の増設や市民への周知、

運行見直し後の実態調査なども予定しているとこ

ろであります。 

  答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） ⑴、⑵につきまして

は関連がありますので、続けて再質問をしてまい

りたいと思います。 

  最初に、第２次総合計画の前期基本計画の重点

事業ということになりますと、基本計画があって、

そして基本の施策があって、具体的な施策があっ

て、主な事業があってということで、ざくっと

200ぐらいになっていて、昨日来の質問の中では、

総事業は600あるというようなお話でございまし

た。事業というのをどういうふうに数えるかとい

うことはそれぞれだと思うんですけれども、この

事業の30年度の予算の中での事業を選定するに当

たって、市民からの要望、あるいは議会からの要

求、希望などを取り入れて事業にしたものがあれ

ば教えてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今回、事業の位置づけ、

また予算上の計上ということで、市民の方からの

ご意見、また議会からの意見ということで、例え

ば１つの例でいきますと、昨年実施しました市政

懇談会がございます。150名からの方が参加いた

だき、やはり150事業等の意見要望がございまし

た。それにつきましては、企画部を中心に各所管

する課において、その要望、意見等が緊急性があ

るかとか、こういう規制があるかとか、それぞれ

評価をしているところでございますが、一例で申

し上げますと、子どもたちの安全・安心と、そう

いったものを守るために必要なご意見等も相当あ

りましたので、そういったところは今回の予算要

求の中にも反映されている。例えばグリーンベル

トの設置とかそういったものは、市民の皆様の声

を反映しながら予算に位置づけているというふう

に認識しております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 毎年ずっと行われて

いる市政懇談会においては、私たち議員もオブザ

ーバーとして出席をしておりますので、どんな意

見が出ているかというのは聞いております。中に

は非常に個人的な意見とか、それを事業に取り上
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げるのはどうかなというような意見もあるんです

けれども、やはり限られた年齢というか自治会の

範囲ということですので、少し偏りはあるにいた

しましても、生の声が聞こえているんだというふ

うに思っております。そういう中で、私としては、

もっとそれが大きな事業というものではなくても

取り上げられてもいいのではないかなと思うこと

がございます。 

  それと、たまたま今出ました子どもの遊び場に

つきましては、今まではこの質問を何度も議員の

方たちされていたんですけれども、なぜか市民１

人当たりの公園は足りているというようなお答え

が多くて、全く意図を酌んでいただけなかったん

です。でも、今回は市長みずから非常に積極的な

お話でしたので、多分研究とか検証というものよ

りももっと進んで、多分この期の議員さんたちが

この議会にいる間には何かめどがつくのではない

かなというふうに思いました。 

  それで、市民の意見、要望、議会の要望もそれ

ぞれなんですけれども、それを事業として選定を

していくときのそれぞれの課の、係というんでし

ょうか、課というか、そこのところの選定の基準

とかやり方があれば教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 市民の方々からいろんな意見

をいただくということで、それを全て事業化、予

算化するというわけにはいきませんので、各担当、

係、そして課の中において、十分にその項目につ

いては精査をしていただくというふうな形で今ま

でもやってきたはずでございますので、この事業

が本当にやはり市民にとって効果的なのか、そう

いったものの観点、必要性なのか、それから優先

順位はどうなのか、そういったものを総合的に判

断をまず課のほうでして、部のほうでそれを持ち

上げていって調整をした上で、本当に必要であれ

ばそれは予算化に向けて進めていくというふうな

システム、そういったものは、この中ではできて

いるというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 市長は、ここに住む

市民を一番に考えているということを再三再四お

っしゃっておりますし、それが行政の行う市民サ

ービスということの一番の目的だと思っておりま

す。 

  今おっしゃいました市長のご意見、本当にもっ

ともだというふうに思っておりますが、市民の声

というものをどういうふうに取り上げるか、ある

いは事業化していくかというときには、やはり具

体的に今やっている事業は本当に市民サービスに

寄与しているのか。例えば市ができて13年ぐらい

になりますが、13年間同じ事業を同じような予算

でやっているという事業もございます。それは市

民のためだというふうに言いつつ、中には、何と

いうんでしょう、やっているものをただ継続して

いるということで、やはり10年たったら見直しを

しなければいけないのではないかなと思われるも

のもあるんですけれども、その辺について、次の

項目にいくんですけれども、事務事業評価をして、

そしてそれを行財政改革の推進につなげて、そし

て市民の何というんですか、実施計画をつくり、

予算の編成をするのに役立てているということで

事務事業評価をしているということだと思うんで

すが、ことしの30年度の予算もそのようにして編

成をしたというふうな理解でよろしいんですよね。

確認をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 平成30年度の予算編成に
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当たりましては、今、議員おっしゃったとおり、

各種事業、そういったものを、事務事業評価とか

一連の流れの中で整理をして予算に反映したとい

うことでございますので、せっかくですので１つ

ちょっと議員に教えていただきたいというかお伺

いしたいんですが、議員今おっしゃったとおり、

いわゆる事務事業のサイクル、ＰＤＣＡというも

のでこの予算も進めております。予算というプラ

ン、実施計画というプランがあって、各課がそれ

をもとにドゥーということで実行します。定例監

査であるとか事務事業監査、そして事務事業の評

価ということでチェックを受け、チェックを受け

た内容をもとに各所管課が再度それを見直しなが

ら、いわゆるプラン、予算のほうに反映していく

という１つのサイクルの中でずっと進めてきてい

ますので、ご質問の30年度の予算編成についても

そういう形を行っております。 

  そういう中で、これまで議員さんからは何度か

予算に対してのご意見、ご質疑、ご提言いただい

ておりますので、そういうＰＤＣＡサイクル自体

に問題があるかというと、多分ないんだと思うん

ですが、そのどの辺に市民の意見を反映した予算

づくりになるのかというような、もしお考えがあ

れば今後の参考にしたいと思いますので、お聞き

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） そうですね、私はま

ず、今の質問がなければ次に何を聞きたかったか

といいますと、私たちがここで、この場で３月議

会で30年度の予算の審査、審議をいたします。そ

れを通せば30年度の事業が決まっていくんですけ

れども、その私たちが判断をする材料が何かとい

うと、予算を実際に編成する場を私たちが見るこ

とはできませんので、29年度、つまり今年度はま

だ実施をしている最中ですよね、もうちょっとな

んです。ということになりますと、直近は、決算

をした平成28年度の事業がどうであったかという

ものをきちんと示していただいて、その中で判断

するのが一番だというふうに思っております。 

  今回この質問をするに当たって、28年度の事務

事業評価について結果を教えてくださいと担当課

に話をいたしましたら、というのは、つまりホー

ムページに出しているんですね、今までずっと。

28年度はもう１年も前に終わっていることですの

で、出してくれと頼みましたら、まだまとまって

いないと、出していないというお答えでした。そ

れなので、そういう状態であったら、私たちは28

年度の事務事業評価を見ることができません、内

部ですので。 

  そういう中で、つまりチェックのところが全く

なっていないのではないかというふうに考えまし

た。そうしたらアクションは起こせませんよね。

何も１年分でやるわけではないんですが、少なく

とも28年度の事務事業評価を示していただかなけ

ればできない。なぜ示していただけないのかとい

うことをお尋ねいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 事務事業評価の公表の関

係のお尋ねだと思いますので、こちらにつきまし

ては今年度、事務事業評価をやった中で、要は単

に市民の皆さんに公表するというだけじゃなくて、

より見やすく、よりわかりやすく要点を整理した

中で、もう少しそういうところの視点に立って整

理した中で公表すべきじゃないかというような意

見をいただいたということで、その点についてち

ょっと整理をするのに時間を要させていただいた

ということでございます。 

  例年１月から２月にかけて公表しているところ

でございますが、ことしにつきましてはそんな事



－327－ 

情がありまして、若干おくれてしまったというこ

とでご容赦いただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 27年度、26年度、ホ

ームページに公表されているんですけれども、そ

れを見てどなたが見やすくないと言ったのかはわ

からないんですけれども、私たちとしては、あれ

がどう見やすくなるのかわかりませんけれども、

それよりもとりあえず前年、その前年度同じであ

っても、早く示していただけるということのほう

が先だというふうに思っています。今の部長のご

答弁はちょっと納得ができません。 

  先ほどの総務部長の質問に戻りますと、今まさ

にわかってしまったと思うんですが、プランを立

てて実施をするというところは多分行政の方々が

されていることですけれども、チェックのところ

が今はやはり内部評価ですので、やはりやってい

るところがしているんです。でも、そこのところ

を示してもらえなかったら、これ事務事業評価っ

てきちんと書いてあります。市民に対しても明ら

かにするんだということが３つの中でうたわれて

いるんですけれども、議会にも示されない、そう

したら市民には示されないですよね。そういう中

でアクションを起こすと、つまりこの後になるん

ですが、スクラップ・アンド・ビルドをやって、

そして課題を出してプランをつくっていくという、

今そういう、そこがもう出てきているところで、

そのチェックの部分が一番足りない、あるいは決

算でいいと思っていらっしゃるのかわからないで

すけれども、やはりそこのところが足りないんで

はないかというふうに思います。 

  なぜやっぱり出していただけなかったのか、も

う一度お尋ねしたいのと……、お答えはいいです。

それなのに、中ではちゃんと28年度の事務事業評

価のもとに予算をつくられたのかどうかをお尋ね

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 28年度事業の事務事業評

価を受けて今回の予算に反映したのかということ

でございますが、これまでも答弁の中で幾つかご

答弁させていただきましたが、例えば再生可能エ

ネルギー関係でいきますと、太陽光パネルの設置、

また蓄電池の補助ということで、これまで目標値

を掲げてやってきました。それに対してやはり事

務事業評価の中で、一定の成果があるということ

で見直しをというような結果が出たものを受けて、

所管課とすれば事業を組み立て直して新たな事業

で展開するということで、今回予算の中に反映さ

せていただきましたし、そのスクラップ・アン

ド・ビルドのスクラップの部分でいけば、その事

業を組みかえることで2,400万ほど圧縮をさせて

いただいています。 

  そういった事業が特にスクラップ関係ですと55

事業、１億からの圧縮とか、前に全協の中で資料

は出させていただきましたが、少なくてもチェッ

クの部分、たまたま企画部長からお話あったよう

に、今回内容の精査、見やすさということでちょ

っと提示が多少おくれているかもしれませんが、

事務執行する側とすれば、基本的にはチェック機

能をしっかり生かしながら予算に反映をして今回

編成しているというふうに理解しています。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 事情は多々あるんで

しょうけれども、とりあえず30年度の予算は28年

度のきちんと事務事業評価を経てつくっているん

だということを示しておきながら、その事務事業

評価の結果を明らかにしない、公表しないという

やっぱりその姿勢は正しくないのだというふうに

思いますので、どれほどすばらしくわかりやすい



－328－ 

ものが出てくるのは楽しみにしておりますけれど

も、今後ぜひもっと早く出していただきたいと思

います。 

  本来は決算のときに出てしかるべきなんではな

いかなというふうに私は思っています。例えば教

育部だと、決算のときに第三者機関というか外部

の方を３人ほどで教育の点検作業をやっています。

それは一つ一つの事業を細かくやっているわけで

はないけれども、あれは私にとってはとても参考

になって、それがすぐに反映はされていませんけ

れども、ずっと継続して見ていると、やはり予算

の中に反映はされています。本来そのような形で

事務事業評価を決算と一緒に、せめて重要な事業

についてはやっていただきたいというふうに、こ

こでは強く要望したいと思います。そういうこと

はできないんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 事務事業評価そのものは、

最終的に例年、予算編成の編成概要書というのが

案ができます。それと同時に公表するというよう

なところのタイミングでやっていたということで

ございますが、今言われたようなお話が現実的に

作業をやっぱりやっていく中で可能かどうかとい

ったところも含めて、やはりちょっと検討させて

いただくような形をとらせていただければと思い

ます。 

  ただ、一つ一つ積み上げてまいりますので、そ

んな中で今言ったところが現実的に、例えば９月

とかといったところに主要なところだけでも出せ

るかどうかという部分は、ここではちょっと明言

は避けさせていただきたいと思います。そういう

お話があったということで承らせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 集中と選択、そして

スクラップ・アンド・ビルドという形で予算編成

をしていらっしゃるということは、もう再三再四

この議会でもお話があるんですけれども、改めて

スクラップ・アンド・ビルドと一くくりになった

ものの説明をしていただきたいんですけれども。

概念というかイメージとして、スクラップという

と何か捨て去ってしまう、ビルドというのは建設

するというような意味でしかないんですけれども、

いろいろなところでスクラップしたものを見せて

いただいたり、ビルドしてもらったもの、細かい

ものたくさんあるので見せていただくと、その考

え方がいまいち私にはちょっとわかりかねるとこ

ろがありまして、市はそれをどういうふうに考え

て、この八百何人の職員の人に示して予算を立て

させているというか立てているのか、ちょっと改

めてお尋ねいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 予算編成に際して、今回

の編成では選択と集中ともう一つ大きな柱がスク

ラップ・アンド・ビルドでした。特に編成方針を

立てた中で、各支所ごとに本庁も含めて説明会を

行っています。その説明の中で、やはり財政状況

が厳しい中で、先ほど議員もおっしゃっていたよ

うに、10年たって変わらないもの、例えば十分に

効果が出たもの、またほかの事業と組み合わせる

ことでもっと効果が出るもの、そういったものを、

それぞれの所管が考えて整理をした上でスクラッ

プをしてくださいと。それと、喫緊の課題、重要

課題、そういったものに取り組むために必要なも

のは、改めてビルドというような形で整理をして

いただきたいということで、予算編成に対する全

職員に対する説明会の中で今言ったような考え方

をお示しをして、各係、各担当それぞれ予算を組

み立ててきているというふうに私どもは考えてお
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ります。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 先ほど最初の答弁の

中で、予算を編成していくに当たっては、財政課

長によるヒアリングがあって審査があって、総務

部の査定があって、副市長の審査があって、市長

裁定という、踏んでいくということだったんです

が、では、今年度そういうことの中できちんとス

クラップ・アンド・ビルドとか集中と選択ですか、

それがなされて出てきたこの予算だというふうに、

じゃ、理解をしてよろしいわけですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 当然そういったステップを踏

んでまとめたのがこの平成30年度の当初予算とい

うことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） ここでは個別な事業

のことは出さないというふうに決めておりますの

で、出さないんですけれども、25年、26年度の事

務事業評価、ちょっと少し書き方が違うので比べ

るのが難しいんですけれども、それでも似たよう

なものが似たような課題として上がって書いてあ

るものがあるんです。多分それは私がわかる範囲

で見ても、その前の年も、その前の年も同じよう

なきっと結果であったのではないかというものが

見受けられます。そういうものがことしもまた上

がってきているものがあって、そうすると、どう

いうところでちゃんと審査をしたものが予算に反

映されているかということが非常に曖昧というの

か、緩いというのか、遅いというんですかね、そ

ういうふうに感じます。 

  その辺のところを、何というんですか、もう少

しそれこそスピード感を持って、要らないものは

要らないというか、つまりこの総合計画にのっと

った、あるわけですよね、政策があって施策があ

って何と。そこに本当に、何というんですか、そ

この役に立っているのか、その目的を達するよう

な事業なのかということを、本当にきちんと執行

側で精査をしているかということがなかなか見え

ていないなというふうに思うんですけれども、そ

の辺についてはどういうふうに考えたらいいんで

しょう。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員のほうはどういうご

指摘をなさるかちょっとわかりませんが、私ども

はそれをやるのが事務事業評価だというふうに思

っております。 

  したがいまして、同じ指摘が毎年毎年同じ事業

であるということでございますが、それは少しず

つでも改善されているんだというふうに私は理解

しています。そういうことです。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） これ以上お聞きして

も、そういうことなんだろうと思います。せっか

く事務事業評価をやってそれを予算に反映して、

結局、事業というのは何のためにやっているかと

いえば、市民サービスの向上だというふうに思っ

ております。ですから、いろいろな機会で私たち

も、それから執行側の方も、市民の生の声という

のは聞く機会があると思うんです。それからあと、

専門の団体などからも、この部分についてという

ことで意見を聞かれることがあると思うんです。

そういうものをやはり真摯に受けとめていただい

て、できるだけそれを事業に反映していくという

ことをやっていただきたいし、そのときに、何か

やっぱりなくすことは難しいんだと思うんです。

やってきたことをやめるというのはとても難しい

作業だと。特に行政の職員にとっては難しいんで



－330－ 

はないかと。それは補助金審査をやったときによ

くそれが見えました。既成のものをゼロにすると

か半額にするというのは、やっぱりすごく抵抗が

あるんです。けれども、限られた予算の中でやは

りサービス向上を、ここに住んでいる人を第一に

と考えるのであれば、ぜひそこのところはしっか

りと踏まえて、事務事業評価を生かして予算編成

をしていただきたいなというふうに思います。 

  それで、スクラップ・アンド・ビルドの具体的

なものについては、いろいろ出てはおりましたけ

れども、何というんですか、なくせばいいという

ものではないし、じゃ、新しくつくればいいとい

うものでもなくて、そこのところは何のためにな

くすのか、何のために新しいものをつくるのかと

いうところを、きちんとやはりサービスを受ける

市民に対して説明をしなければいけないというふ

うに思っているんですが、そういうシステムはで

きているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 市役所の事業、そういったも

のについては、いろいろな形で市民の方々からの

意見を聞く、そういったアンケート等々も実施を

している、そういった回答についても十分に反映

をさせていただくということ。予算の編成に当た

っては、やはり職員が仕事だけをしているわけで

はございませんので、まずは市民のためのそうい

った予算だといったものを頭の中に入れて、今後

とも我々は大切な予算の使途について十分に精査

をしながら、予算を組み立てていきたいというふ

うに考えているところであります。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） それでは、予算編成

とか事務事業評価については、そのようにこれか

らやっていっていただきたいというふうに、とも

かく市民を第一に考えていただいて、市民サービ

スということを常に忘れないで事業をやっていた

だきたいということを要望したいと思います。 

  ３番目のところに移るんですけれども、実はこ

のゆーバスと予約ワゴンバス、地域バス運行とい

うふうに前は言っていたんですけれども、これに

ついてここに入れた理由というのは、やはり市民

の要求というのはそれぞれで、100人いたら100通

りのいろんな要求があるんですけれども、このや

はり移動の手段というものは、那須塩原市の住民

にとってはとても大きい問題だというふうに考え

たので、ここに例として挙げたところであります。 

  たまたま、ゆーバスと特に予約ワゴンバスにつ

きましては、前から200円で乗って六百幾らかか

るとか、予約ワゴンバスだと200円出して、実際、

市は１万円以上の１人当たりにすると予算をかけ

ているんだよというような実態がずっと決算で見

えておりまして、これはやっぱり幾ら何でも費用

対効果だけでやる行政ではないにしても、余りに

もこれではというふうに思っていたところ、この

たび少しそれを変えていく見直しをしていくとい

うことが実行されたということで、私としては、

同じ事業ではあってもこれはスクラップ・アン

ド・ビルドであるかどうかはわからないんですけ

れども、非常に評価すべきものだと思いましてこ

こに挙げました。 

  まず、ゆーバスと予約ワゴンバスの30年度の予

算の中でお聞きをしましたところ、市としての網

計画を、網ですね、網の公共交通の網計画を立て

るということで、この３月議会に上程がされてお

ります。それが出てきましたので、多分ことしの

30年度の予算はその計画の中の取りかかり、一番

のところだと思いますので、そこのところの説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、公共交通

網形成計画と予算の関係についてご説明を申し上

げます。 

  先ほど市長から申し上げたように、この10月で

今の運行事業者との契約が切れます。10月から新

たな運行事業者との契約を結ぶに当たりまして新

たな運行体制をということで、今回議案として提

出しております網計画に基づいてつくっていくわ

けですけれども、具体的に予算の絡みということ

で申し上げますと、29年と30年の予算ベースで比

較しますと、今回の30年度の予算は、29年度に比

較しますと８％の減という予算額であります。 

  もう少し詳しく申し上げますと、まず、ゆーバ

スについては、計画の中でもさらに運行形態を見

直すという、さらに充実させていくという方針で

ありますが、予算自体には29年度と30年度さして

変更はございません。予約ワゴンバスのほうなん

ですが、予約ワゴンバスのほうの下半期、上期の

ほうの予算を比べますと、前年度比で30％の減の

額となっております。網計画の中では、今の赤字

補塡方式からメーター精算方式に変えるという、

そういうやり方を考えておりまして、このやり方

によって前年度比62.4％の費用でという試算をし

ております。ただ、それによりまして使い勝手を

いろいろ考えた結果、10％利用者が伸びるだろう

ということで、それに10％の増という費用見込み

をして、最終的に予約ワゴンバスの上期の比較と

しては、30％減の予算額ということで計上させて

いただいたところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） この地域バスという

か、ゆーバスと予約ワゴンバスについては、とき

どき運行経路を変えたりしてはいたんですけれど

も、どういうことをやっても市民にとっては、便

利な人と便利でない人というのは出ます。それで

那須塩原市の場合は、いろいろうまく地域バスを

動かしているところを見ましても、地域が狭いと

ころでは結構うまくいっているんですが、やはり

那須塩原は広さだけではなくて高さもありますし、

塩原の温泉地のようなところもありますし、ある

いは山ではなくても高林の地区のように点在して

別荘地的に集落ができているところもございます

し、また、もともと住んでいる人、あと外から那

須塩原市ってすばらしいねと言って自然を求めて

住んだ人と、本当にいろんな方が住んで広さをつ

くっているので、その中でどんなやり方をしても、

１つのやり方では地域バスというか公共交通うま

くいくのではないと思っています、まず。 

  このたび契約の仕方を変えたりして、非常にお

金の面で変えていくということではあるんですけ

れども、先ほど利用する人もふえるだろうという

ふうにおっしゃいましたけれども、地域住民にと

って何か利便性、特に見える利便性が、今年度あ

るいはこの計画の中で見えてくるのかどうかお知

らせいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この10月から市民に

とって直に見える変革というか変わったところと

いうところで申し上げますと、まず、予約ワゴン

バスを抜本的に変更いたします。現在の10人乗り

の白い予約ワゴンバスから、これをタクシーの一

般タクシー車両に変える予定でございます。それ

で、ルートは現行ルートを利用するわけですけれ

ども、市民の利便性という視点から申し上げます

と、全ての区間をフリー降車にするというのが１

つございます。それから、停留所をかなりふやし

ていくというのはございます。それと、市民の皆

さんから一番不評のあった予約時間が２時間前ま
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でというところを、できるだけ短く、できれば30

分前までの予約という形で今協議をしているとこ

ろでございます。そのほか、当然予約ワゴンバス

じゃなくて一般車両タクシーになりますので、台

数的にもかなり多いというところで言いますと、

運行間隔ももうちょっと短くできるんじゃないか、

その辺の検討を今しているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） １つ、フリー降車と

いう言葉がございましたが、それは、おりるとき

にはどこでもおりていいという、そういう意味の

フリー降車ですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） おっしゃるとおりで

す。今、予約ワゴンバスの区間の一部の区間でフ

リー降車、結構交通量も少ないところでやってい

るんですが、これを全路線フリー、乗車はちょっ

となかなか警察との協議なので難しいんですが、

フリー降車というところで今進めているところで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 利便性ということか

ら言うと、かなり多分これは乗っている人、ある

いは利用したい人の意見をしっかりと聞いて、本

当に切るものは切り、つくるものはつくりという

ことで計画を立てられたんだろうなというふうに

思っています。本当だったら計画を立てて、例え

ば31年度からがらっと変わるんだよというふうに

なればいいのかもしれないんですけれども、なか

なかそうはいかない、この計画は多分５年計画の

ことしは１年目、でも１年目の秋から、10月から、

市としては本当にすごいなと思うほどの私として

は変わりようなんだろうなというふうに思ってい

ます。 

  これを、ことしこういうものは、契約はもうこ

としで変わるということはわかっていたと思うん

ですけれども、それを変えて、今おっしゃったよ

うな変更していくに当たって、先ほど来話してい

たんですが、市民の声をどのように聞いたのかと

いうことを教えていただければありがたいです。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この公共交通網形成

計画をつくるに当たって市民の声をというところ

ですが、私どもとしては、市民の声なんですが、

その中でも特に利用している人、それから、これ

から利用する人、それから家族が利用している人、

この人たちの切実な声といいますか生の声を聞き

たかったものですから、ことしの１月に市内８カ

所、９回に分けて懇談会を開きまして、その中で

さまざまな、お年寄りが一番多かったですけれど

も、その地域地域に合わせた問題点を含めていろ

んな意見を聞かせていただいて、それを今回の計

画に反映するとともに、４月からこの網計画、基

本計画マスタープランになりますので、議決をい

ただいた後に再整備計画、いわゆる実施計画に当

たるものをつくっていきますので、それをつくる

に当たっての参考にさせていただきたいと思いま

して、市民に、各地区に出向いて懇談会を開いた

ところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 普通、計画をつくる

ときというのは、市のほうは今、パブリックコメ

ントという形でばんとホームページに載せて、意

見を寄せてくださいという形が多いんだと思いま

す。けれども、この個別の計画においては、パブ

リックコメントはなかなかやっぱりハードルが高

いんだと私は思いますので、今のような形をとっ

て本当に実際に使っている人から声をいただいた
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ということは、非常にこれからのほかの計画に関

してもとても有効なことなんではないかなという

ふうに感じます。 

  この総合計画の中では、この公共交通について

は、広域的かつ総合的な公共交通ネットワークを

構築するというところに載っているのと、観光地

を活性化させるというところに、２つに載ってい

るんですけれども、私は、この移動するという手

段は、特に那須塩原市のように広くて人が点在し

ているところでは、誰もが生き生きと暮らすため

にというところとか、地域の力と交流を生み出す

ためにというところにもとても関係すると思うん

です。つまり、まちづくりの基本のところにこれ

を入れ込んでいかないと、うまい上手な交通のネ

ットワーク、つまり交通網ですよね、そういうも

のができない。網というのは本当に網なので、こ

っちだけ、こっちだけではだめなので、きちんと

網目になっているという、そういうものをつくる

には、総合計画のなかでやはり何というんですか、

横断的にやっていただきたい、まちづくりの基本

なんだというふうに思っています。 

  60歳ぐらいの方でも足腰弱くて歩きにくいとい

う方もいらっしゃいますし、もちろん運転できな

い方もいらっしゃいます。それから、もう運転そ

ろそろしたくないけれども、那須塩原で車をやめ

ちゃったらもう俺は動けないなというような、そ

ういう方もいらっしゃいます。逆に70になっても

元気元気で、もう自分で本当に走ることも歩くこ

ともできるし、おせっかいというかほかの方を乗

せて買い物に行くこともできるという方も実は

多々おります。男の人は特にそういう何か社会貢

献をしたいという意欲に燃えた方がいて、そうい

うことを考えますと、やはりこのゆーバス、ある

いは予約ワゴンバスと今度名前変わるんですよね、

というようなものだけではなくて、那須塩原市の

全体の住民の足というか移動する手段を考えると

きには、もっと広い福祉の部分とか、あるいはま

ちづくりの部分とか、それから協働のまちづくり

という、本当に地域の人たちを巻き込んでしっか

りとした計画を立てていただきたいなというふう

に思います。 

  コンパクトシティーというところも１つでやっ

ているんですけれども、なかなかこの那須塩原市

で歩いて800ｍなんていうところに人が集まって

いくのかなと思いますし、このところ、このこと

についていっぱい意見をいただいたんですけれど

も、黒磯の駅前に素敵な図書館ができてもどうや

って行けばいいんだという声を聞きます。そうい

うことを思うと、あるいは那須塩原市に今度庁舎

ができて便利になるんだってねと、でも、そこま

で行く足がないんだよという人もいます。そのと

きに、ＪＲの駅であれ何であれ、きちんとそこま

で行って、そこからまた次の交通手段があるみた

いな、やっぱりきちんとした網目のような公共交

通をつくっていただいて、那須塩原市は本当に住

みやすいところなんだよ、いろんなものが利用で

きる、ただとは言いません、お金は少しかかる、

自分で出すけれども出られる、あるいは地域の人

たちで何か工夫をして、自分たちの車でみんなで

どこかへ行けることに対して保険分を出してくれ

るとか、ともかくいろんな方法を使って、幾つに

なってもどんな状態の人でも元気で幸せに暮らせ

るようなまちをつくっていただきたいということ

を要望いたしまして、これで私の市政一般質問を

終わります。大変ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で25番、山本はるひ

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０８分 
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再開 午後 ３時１８分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 森 本 彰 伸 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、６番、森本彰伸議

員。 

○６番（森本彰伸議員） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号６番、那須塩原クラブ、森本彰伸です。 

  本日最後の市政一般質問を通告書に従い行わせ

ていただきます。 

  １、市民活動センターの運営について。 

  昨年６月定例会の質問において、早期の設置を

お願いさせていただいた市民活動支援センターが、

新年度より旧除染センター跡地にて、名称を市民

活動センターとして開所することとなりました。

執行部、関係所管に感謝するとともに、本市にお

いて各市民団体の連携が進み、より活発な市民協

働のまちづくりが展開されることを希望いたしま

す。 

  市民活動支援センターは全国各地でも設置が進

んでおりますが、それぞれ特色があり、地域にあ

ったセンターの設置が必要になっています。 

  本市の市民団体は、市内外でさらにさまざまな

活動をしている団体があります。それらの団体が

情報を共有し、連携し、より効果的な活動を行う

ために、市民活動センターの役割は大きなものが

あると考えます。これから開所する市民活動セン

ターが、より効果的に市民活動を支援していくこ

とを望み、以下のことについてお伺いします。 

  ⑴市民活動センターの目的をお伺いします。 

  ⑵本市の市民活動センターにはどのような市民

活動を想定し、機能を付与し、設備を配置するの

かお伺いします。 

  ⑶予定している講演、イベントなど創設年度の

行動予定をお伺いします。 

  ⑷運営体制と人員配置についてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 森本彰伸議員の市民活動セン

ターの関係について順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の市民活動センターの目的について

お答えをいたします。 

  市民活動センターは、市民の自主的な社会貢献

活動を支援し、市民との協働によるまちづくりの

推進を図ることを目的に設置するものであります。 

  次に、⑵の市民活動センターにはどのような市

民活動を想定し、機能を付与し、設備を配置する

のかについてお答えをいたします。 

  市民活動センターは、市民がみずから考え実践

するまちづくりの推進や活動主体相互の交流・情

報交換といった連携を想定し、市民活動の推進に

必要な情報の収集・提供、相談・支援及び交流ネ

ットワークの機能を持たせまして、市民活動に関

する資料の作成・印刷ができる作業スペースや、

ミーティングなどに利用できる会議スペースを配

置してまいります。 

  次に、⑶の創設年度の活動予定についてお答え

をいたします。 

  創設年度の活動につきましては、協働のまちづ

くり推進協議会との連携によりまして、市民活動

センター情報誌の発行や地域活動・市民活動交流

会の開催を予定しているほか、利用者のニーズや

活動状況に合わせ、研修会、講演会などを開催し
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てまいります。 

  最後に、⑷の運営体制と人員配置についてお答

えをいたします。 

  市民活動センターの運営につきましては、当面

は市が運営を行ってまいりますが、協働のまちづ

くり推進協議会から市民による自主的な運営が望

ましいと提言をいただいておりまして、市民によ

る運営への移行も視野に入れまして人材の育成等

に努めてまいります。 

  また、人員配置につきましては、センター長と

常勤、パートタイムの臨時職員によります原則３

名体制での運営を予定しているところでございま

す。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 現在、公民館などにおい

ては、市民団体によるさまざまな活動が行われて

いるわけですが、ただいまご答弁いただきました

ように、市民活動センターは市民活動に有効に利

用していただくものであることはもちろんのこと、

地域や活動分野を超えた横断的な活動、連携を進

め、既存の組織や市民活動団体間の協働をコーデ

ィネートし、那須塩原市全体のネットワークの構

築を図り、効果的な市民活動を推進する拠点とい

った役割を担うものだというふうに承知いたしま

した。 

  それでは、１から４まで関連しておりますので、

一括で再質問のほうをさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、この市民活動支援センターにおいて、例

えばＮＰОの申請など法人化のようなテクニカル

な部分、そういった指導であったりアドバイス、

サポートなどを行っていく考えはあるのかお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ＮＰО法人の設立に対す

るアドバイスだとか現実的な事務支援というんで

すか、そういうことについてどう考えるかという

ことでございます。 

  この件につきましては、議員ご承知のとおり、

今現在は市民協働推進課内でいろいろとアドバイ

スをさせていただいているということでございま

す。今度センターがオープンしまして、こういう

件に関する要望等が多いようであれば、やはりセ

ンターでのアドバイス等々についても検討してい

くということで考えております。あくまでもちょ

っとオープンしてからの様子を見させていただい

てからの検討ということになるかなというふうに

思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 私もいろいろな団体に所

属していろんな活動をしていく中で、こういった

法的なこととかというのは結構苦手なケースが多

い。その団体が行っている事柄に対する知識など

は、もちろん皆さん持っていらっしゃるかとは思

うんですけれども、法的な部分とかそういうとこ

ろになってくると、大変悩むところでもあるんで

す。 

  今後、今、市で対応されているということなん

ですけれども、市民活動センターのようなワンス

トップで相談できる場所があると、より効果的に

できるんじゃないのかなと。私は、恐らくそうい

った要望というのはこれから上がってくるんじゃ

ないのかなというふうに想像しております。ぜひ

そんなときにしっかりサポートしていただけるよ

うな体制をつくっていただけるとありがたいなと

いうふうに思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  次に、機能としてなんですけれども、この市民
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活動センターの運営に当たって、インターネット

のウエブページなどをつくる予定はありますでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ネットのウエブページ、

ホームページの立ち上げについてのお尋ねだと思

いますが、こちらについてはオープン後速やかに

立ち上げてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  ホームページを作成することによって、センタ

ー情報であったりとか、まちづくり団体、もろも

ろの団体ございますので、そういう方々の情報で

あったり、あるいはイベント情報であったりとい

ったものを、積極的に発信してまいりたいなとい

うふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） これからは、やっぱりイ

ンターネットの活用というのはいろいろ必要な、

特に情報を発信するという意味では必要になって

くると思うんです。しかも、これからは発信する

だけでなく、例えば登録している市民団体がそこ

のウエブ上に掲示板を張ったりとか、それとか情

報を市民団体のほうから発信するというようなこ

ともできたらいいのかなというふうに思います。

それを市でも把握できますし、いろんな各団体が

その情報を見られるというふうにできたらいいん

じゃないのかなと思うんですけれども、そういっ

た機能というのを考えというのはいかがでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 当然、情報というのは一

方向じゃまずいということでございますので、み

んなが双方向で情報を交換できるといったような

機能をしっかりと構築してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そういったページができ

ると、そういうのをのぞくのも私としても楽しみ

だなというふうに思っておりますので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、市民活動支援センターというその場所が

ある中で、各市民団体の方が気軽に立ち寄って、

お互いにちょっとお茶を飲みながら各団体ごとで、

私たちこういう活動しているんですよ、あなたた

ちはこんな活動しているんですねということで、

お互いに情報を共有するに当たってざっくばらん

に話ができるような、会議室というのではなくて、

ちょっと飲食、お茶が飲める程度のスペースを設

けてはいかがかなというふうに私は思っているん

ですけれども、そんなようなものをつくる予定は

ありますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） やはり議員お話しいただ

いたとおり、やっぱり使っていただいて初めて価

値が出てくるということなものですから、気軽に

ぷらっと寄っていただいて雑談めいたところがで

きるようなスペースというようなところで、事務

室内に打ち合わせコーナー、あるいは閲覧コーナ

ー等々設ける予定でおりますので、そういうとこ

ろで、飲食そのものはどこまで許容できるかとい

うのは別の話として、そういうところで自由な雑

談的なところを交わしていただいて、情報交換を

密にしていただければというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 飲食は別としてというこ

となんですけれども、多分お話をするときって、
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お茶飲みながらって結構進むんですよね。そうい

う部分では、ロビーでもちょっとしたテーブル１

個でもいいと思うんですけれども、ちょっとお茶

を飲むスペースができたらいいのかなと思ってい

ますので、ぜひ検討をしていただけたらと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  そして、次、市民同士の情報交換で、さっきの

インターネットであったりとか、例えば広報なん

かも使うということも考えられるかとは思うんで

すけれども、そのほかに何か情報交換の手法とし

て考えられている手法があれば、ちょっとお伺い

したいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 情報交換についてでござ

いますが、先ほど議員のほうからご提案があった

ウエブページはもちろんでございますが、あと適

当な言葉が見つからないんですが、余りばかにで

きないのが、要は手書きの掲示板なんていうのも

やはり味があって、そこでの情報交換なんていう

のも結構効果があるかなというふうに思っていま

すので、そういうツールも含めてあらゆるツール、

ご用意できるものについてはご用意していきたい

なというふうに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 実は、私はまさにそれを

言っていただきたかった部分でありまして、手書

きのいわゆるアナログな方法での情報交換という

のはこれ結構効果的でして、例えば自分で手書き

のポスターをつくって、そこに連絡先の電話番号

を幾つもつるしておいて切って持っていけるとか、

そんなふうにする方もいらっしゃるんですけれど

も、そういうアナログな方法というのは意外と効

果があるものだと思うんです。ぜひ掲示板的なも

のとかそういう部分で、いわゆるデジタル的なも

のだけじゃなくてアナログなそういう方法という

のもぜひ活用していただけると、市民活動の支援

にさらにプラスになるんじゃないのかなというふ

うに思っていますので、ぜひお願いしたいなと。

まさに思っているとおりの答弁をいただきまして、

うれしく思っております。 

  そして、次に人材としてなんですけれども、た

とえば優秀なコーディネーター、市民団体間の連

携をするに当たって、優秀なコーディネーターと

いうのがいると大変効果的かなというふうに考え

ています。他市でもコーディネーターという方が

いて、市民団体間の交流を図っているというよう

な事例もあるかと思うんですけれども、そういっ

たコーディネーターとして特別に採用するという

ような考えはございますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） コーディネーターの件の

お尋ねだと思いますが、コーディネート機能とい

うものがセンターにとってとても重要だというよ

うなところで、協働のまちづくり推進協議会の皆

さん、あるいはワークショップでいろいろご披露

いただいたときの皆さんから、ぜひコーディネー

ト機能をセンターに設置してもらいたいという要

望が非常に声高に寄せられたというような実態が

ございます。そんな中で、設立当初は専門にコー

ディネーターを採用するというわけにはまいりま

せんので、センター長といったところが組織と組

織、団体と団体の横のつながりをしっかりサポー

トできたり、あるいは団体と市役所、行政といっ

たものをしっかりとサポートできる、そんなよう

なセンター長を採用してまいれればいいかなとい

うふうに思っているところです。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 私も最初からなかなかコ
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ーディネーターという、その職業があるかどうか

もよくわからないんですけれども、そういう人を

雇うというのは難しいなというふうに思っていま

す。ただ、例えば視察であったりとか研修などを

通して、センター長がコーディネートする能力と

いうのをどんどん高めていっていただければ。今

回、市民活動センターはまさに産声を上げるわけ

であります。これからそれが成熟していって市民

活動をしっかり支えていくという部分では、セン

ター長であったり職員の方々がスキルアップをし

ていくということも重要だなというふうに考えて

おります。そのための研修、視察というものを積

極的に行って、県内にも市民活動支援センターは

多々あるわけですから、そういうところを視察し

てスキルを上げていっていただけたらいいのかな

というふうに思いますので、ぜひご検討ください。 

  次に、市内の市民団体というのはこれまたいろ

んな地域で、この市内だけでなくてほかの地域で

も活動されている市民団体が多々ございます。そ

ういった市民団体に向けて、他市での活動であっ

たりとか他市の情報なんかを、例えば県内のほか

の市民活動支援センターのようなところから情報

を交換し合って、市内の今回の市民活動センター

でそういった情報を提供していくような、そんな

ようなことのお考えはございますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のとおり、市

内の団体だけの交流ということになりますと、や

はり広がりといったところに限界がございますの

で、やはり市外の団体との交流といったところで

さらにまちづくり活動が一段も二段も広がってい

くというようなことも十分に考えられますので、

まずはセンターの事務局とほかのセンターの事務

局といったところがしっかりとタイアップする中

で、それぞれのセンターで持ち合っている情報を

共有して、それを我々のセンターに集っていただ

いている団体の皆さんに提供してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） もちろん市内外なんです

けれども、もう一つのいわゆる情報発信の方法の

一つとして、そういう市内外の団体もそうですけ

れども、市民団体そのものが持っているネットワ

ークってあると思うんですよ。そういうのを利用

するのもいいのかなというふうに思っています。

ぜひ広範囲で広域な目を持って、もちろん那須塩

原市の市民活動センターなんですけれども、目は

広く持って、視野を広く持って活動していただけ

たらいいのかなというふうに思っております。 

  次に、原則３名体制の運営をされるというよう

なことですけれども、それでは、市民活動センタ

ーに関しては以上ではあるんですけれども、最後

に市長のほうから、この市民活動センターに対す

る思いであったりとか、これからに期待するとこ

ろをぜひ聞かせていただけたらなというふうに思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 森本議員から、市民活動セン

ターについて私が思うことをちょっと述べてみよ

というお話がございました。 

  市民活動センターの設置につきましては、私が

掲げております公約の一つでございました。第２

次那須塩原市総合計画の重点事業といったものに

も位置づけられているものであります。 

  市民活動センターの設置に当たりましては、こ

れまで協働のまちづくり推進協議会からの強い提

言、あるいは森本議員にもご参加をいただきまし

た市民ワークショップ等々がございました。それ
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から、これは庁内の問題でございますけれども、

庁内のワーキンググループ、これらにおける調査

研究を行った結果、この４月１日の開設というふ

うな形になってまいりました。 

  この開設後は、市民活動の、そしてまた協働の

まちづくりの推進の拠点として、多くの人々が集

っていただいて、多くの情報が行き交い、そして

多くの交流が生まれることによりまして、協働の

まちづくりのさらなる推進と新たな展開が図れる

よう、スタートするばかりでございますので、試

行錯誤の中にも市としての役割を十分に担ってい

きたいなと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ありがとうございます。

私も議員になる前からワークショップなどで、こ

の市民活動センターに関しては、いろいろ参加さ

せていただいたりとかご意見をさせていただいた

りということもございましたので、今回の開所と

いうのは大変うれしく思っております。ぜひこの

市民活動センターが市民活動をしっかりサポート、

支援して連携を図っていき、市民との協働がより

進む、協働のまちづくりがより進むことを希望さ

せていただきまして、この項の質問を閉じさせて

いただきたいと思います。 

  次に、２、地域包括ケアシステムの構築につい

て。 

  全国的に高齢化が進む中、本市おいても例外な

く高齢化の波は押し寄せています。2025年には団

塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、高齢化

率も30％を超えると予想されています。地域包括

ケアシステムは、医療、看護、介護事業者、自治

会やコミュニティーなどの地域、そして行政が連

携し、高齢者が住みなれた地域で生きがいを持っ

て暮らすためのシステムだと認識しております。

このシステムが全市に広がり、高齢者が安心して

幸せな生活を送れる那須塩原市の実現のため、以

下のことについてお伺いします。 

  ⑴地域包括ケアシステムの進捗についてお伺い

します。 

  ⑵地域包括ケアシステムの市民への周知はどの

ように進めているのか、または進める予定なのか

お伺いします。 

  ⑶地域包括支援センターの現在の役割と課題に

ついてお伺いします。 

  ⑷コミュニティーが形成されていない地域での

地域包括ケアシステムの運用についてお伺いしま

す。 

  ⑸地域包括ケアシステムの中で自治会やコミュ

ニティーに求める役割についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） それでは、２の地

域包括ケアシステムの構築について順次お答えを

いたします。 

  初めに、⑴の地域包括ケアシステムの進捗につ

きましては、２月26日の会派代表質問において、

公明クラブ吉成伸一議員にお答えしたとおりでご

ざいますので、ご了承いただきたいと思います。 

  次に、⑵の地域包括ケアシステムの市民への周

知はどのように進めているのか、または進める予

定なのかについてお答えをいたします。 

  これまで地域包括ケアシステムについて、広報

やホームページで市民へ周知したことはございま

せんが、今後は平成30年度から32年度までを計画

期間といたします第７期高齢者福祉計画とともに

随時周知をしてまいる考えでございます。 

  次に、⑶の地域包括支援センターの現在の役割

と課題についてお答えいたします。 

  地域包括支援センターの主な役割は、高齢者の
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総合相談、地域関係機関のネットワークの構築、

権利擁護に関する相談及び介護支援専門員支援で

ございます。 

  課題といたしましては、地域包括ケアシステム

を構築する中心的な役割を果たすため、地域にお

けるさらなるネットワークづくりを推進していく

ことであると考えております。 

  次に、⑷のコミュニティーが形成されていない

地域での地域包括ケアシステムの運用についてお

答えいたします。 

  コミュニティーが組織されていない地域につき

ましては、自治会単位で地域住民助け合い事業を

実施していく中で、地域ぐるみのネットワークの

強化を図り、地域包括ケアシステムを運用してお

ります。 

  最後に、⑸の地域包括ケアシステムの中で自治

会やコミュニティーに求める役割についてお答え

いたします。 

  自治会やコミュニティーに求める役割といたし

ましては、高齢者が住みなれた地域における生活

を続けられるよう、地域の困り事や課題を住民間

で共有し、地域ぐるみで支えていく中心となる組

織であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 地域ケア会議ですとか協

議会、こちらで地域包括ケアシステムを構築して

いくということですけれども、その会議の中で課

題として挙がってきているようなことというのは、

どのようなことがあるのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 地域ケア会議や協

議会で挙げられている地域課題ですね。現在のと

ころ、大きくは４つほどございまして、主なもの

ということなんですけれども、認知症に係る対策

の関係、それから高齢者の居場所、それから３つ

目が移動手段、４つ目としまして地域のつながり

の希薄化というものが大きなところで挙げられて

おりまして、対応といたしましては、各圏域ごと

にケア推進会議等がございますので、そこで解決

できること、地域で解決できることは地域でとい

うところでまず検討を進めていると聞いてござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知いたしました。 

  それぞれの課題が挙がって、それに対する対応

をさらに会議の中で、地域会議のほうで行ってい

るというふうに認識いたしました。 

  次に、市内15公民館で地域支え合い推進員を配

置するということが第７次高齢者福祉計画にある

と思うんですけれども、これは既に配置されてい

るのでしょうか。一応お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） この事業は平成27

年から始まりましたので、今現在のところ、29年

度末では10カ所に配置されております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、５カ所は配

置されていないということだと思うんですけれど

も、配置されている場所は何人ぐらいずつ配置さ

れているのかと、どこに配置されていないのかを

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 公立公民館ごとに

１人を配置という事業でございます。今、来年度
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からもちょっと進めていくんですけれども、まだ

配置されていないところということで、来年度は

４つの公民館に配置する予定で、稲村、高林、そ

れから狩野、それから南ですね。最後の、これ５

年間で進めていこうという事業でございますので、

最後の31年度のときは厚崎公民館、これが最後で、

全部で15カ所になるということになります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 地域支え合い推進員なん

ですけれども、こちらふだんどのような活動をさ

れているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） まず、この助け合

い事業については市が主体となってやっているん

ですけれども、一応、社会福祉協議会のほうに委

託をしまして、もともと社会福祉協議会は地域福

祉を進める団体でございますので、一緒に手を組

んでやっているというところなんです。 

  どんなことをやっているかと申しますと、メー

ンはやはり地域住民助け合い事業を全市に広めて

いくというところでやっていただいているんです

けれども、具体的には、社会福祉協議会のほうに

地域支援員、プロパーがおりますので、その方と

タイアップしながら事業を進めていくという形で

事業を開始、取り組んでもらうために、コミュニ

ティーとか自治会に行って説明会を何回も行って

やっていただいたりとか、あとは直接今度始まっ

たところなんかからは、実際活動していく中で相

談、こんな事案があるとか相談があって、それを

受けたりとか、あとは地域活動、いろんな地域の

イベントであったりとか自治会の総会であったり

とか、そういったいろんなところに積極的に出て

行ってもらって、いろんな方の声を聞いてその地

域の課題を把握して、その課題を解決に向けて検

討というかやっていく、解決に向けて活動してい

くという形です。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、地域ケア

会議や協議会などにも参加されているということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） はい、そうでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知いたしました。 

  次に、26日の吉成議員への答弁で、那須地区在

宅医療介護連携支援センターというお話があった

かと思うんですけれども、この設置を本市、大田

原市、そして那須町で進めているとありましたが、

那須地区在宅医療介護連携支援センターとはどの

ような施設なのかをご説明いただけますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） こちらのセンター

は、施設を新たにつくるとかそういうものではな

くて、惜しくもこの３月末で閉校となる黒磯准看

護学院の跡地を、跡というか跡のスペースを活用

させてもらって、つまりは黒磯保健センター内を

利用して、そこをセンターと位置づけて活動とい

うか事業を展開していく形になるんですけれども、

一応こちら地域包括ケアシステムの構築の中で５

つの要素がありまして、医療と介護という要素も

あるんです。その中で医療と介護の連携というの

がかなり重要で、なかなかうまく進まないという

ところもありますので、そこを進めていく上で、

ここにセンターを那須塩原市、大田原、那須町の
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３市町の協働で、共通の課題というのがございま

すので、そこら辺を解決するためにコーディネー

ターの方を配置しまして、その方等を中心に課題

解決等を進めていくという形になってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知いたしました。 

  私も勉強不足でちょっとこの存在を知らなかっ

たものですから、この間の吉成議員の質問のとき

に出てきたときに、何だろうとちょっと思ったも

のですから、今ちょっと聞かせていただきました。 

  次に、市民への周知についてなんですけれども、

自治会やコミュニティーを通して、市民に当事者

意識を持ってもらうような周知ができるとよいの

ではないかなというふうに考えております。伝え

方として、自治会やコミュニティーというのも組

織を持っている中で、コミュニティー、自治会か

らさらに班という形になって市民に伝わっていく

という方法というのは、ある意味、当事者意識と

いう者が高まっていくんじゃないのかなというふ

うに思っているんです。そういったふうな周知の

仕方というのは考えていらっしゃいますでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 周知なんですけれ

ども、今現在私ども、先ほど広報とかホームペー

ジを使って媒体を通してはやっていないという答

弁をさせていただいたんですが、議員おっしゃる

ように、本当に当事者意識を持ってもらうという

のがこのシステムを前に進めていく大きな要因な

のかなと思います。一応、地域住民助け合い事業

は直接的に自治会等に説明とか入って始まった事

業なんですけれども、その場ではもちろん、こう

いう今社会的な背景があって、うちの市もこうで、

こういった地域包括ケアシステムというのがとて

も重要なんだよ、取り組んでいくことが必要なん

だよというところを説明をさせていただいている

んですけれども、本当に広い意味で多くの市民の

方にも説明というのはなかなかやれてこないとこ

ろだったので、今ご提言いただいて、今後検討し

ていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ご理解いただきまして大

変うれしく思います。ぜひそのような形でも進め

て、両方から進めていっていただけたらいいのか

なと思いますので、お願いしたいと思います。 

  次に、３番の地域包括支援センターの役割と課

題のところなんですけれども、今８カ所の地域包

括支援センターが市内にあるかと思います。それ

ぞれの人員配置を教えていただいてよろしいでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 実はうちのほうで

は日常生活圏域、中学校区ごとにつくって、10圏

域あるんですけれども、いろんな過去の経緯がご

ざいまして、今現在８カ所の包括でその10圏域を

担っていただいているという形になってございま

す。一応８カ所全てのということなので、申し上

げたいと思います。 

  一応２月１日現在の職員数ということなんです

けれども、寿山荘、こちらが４名ですね。それか

らあぐり、これがやはり４名。それから稲村いた

むろ、こちらが４名。それから秋桜の家、こちら

も４名。次に、さちの森が２名。とちのみが３名。

西那須野西部も３名。しおばらが３名。以上、ト

ータルで言いますと、２月１日現在は27人の３職

種の方々に業務のほうを担っていただいておりま
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す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それぞれ８地域包括支援

センターの人員を教えていただきましたが、それ

ぞれ地域包括支援センター内でこれ人員は足りて

いるという認識でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 人員配置につきま

しては私どもの市の条例で定めてございます。そ

の市の条例の人員基準も、これは国のほうの介護

保険法施行規則のほうで従うべき基準ということ

で、それに従って条例を定めなさいということで

定めているんですが、それからしますと、各包括

とも基準は満たしており、また、逆にちょっと１

名とか多目に配置していただいているところもご

ざいます。 

  それで、一応適正には配置されていると思うん

ですけれども、やはりこの地域包括ケアシステム

を本格的に進めていく中では、地域包括支援セン

ターの方々が中心になって進めていただいており

ますので、適正配置にはなっているけれども、業

務量がどんどんふえていく中では、今後やはり研

究するべきところなのかなと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） まさにおっしゃるとおり

なのかなというふうに思います。 

  実際、私、実は地域包括支援センターのある方

にちょっとお話を聞いたときに、やはり人員が足

りない、人が足りない、例えば認知症の男性のひ

とり暮らしのお宅にお伺いするというふうになっ

た場合だと、やはり女性１人で行ったりするとい

うのは危険もあるということで、複数人数で行っ

たりとかということもありますし、そのほか事務

の量的にも大変なんだというお話を聞いたことが

あったものですから、適正な人数というか認めら

れた人数なんでしょうけれども、その辺をうまく

カバーしていくような考えというのも持っていた

だけるといいのかなというふうに思いますので、

実際この地域ケアシステムが始まると、地域包括

支援センターの役割ってやっぱり大きいと思うん

ですよね。その中でやっぱり人が足りないという

ことになってくると厳しくなってくる。例えば10

圏域の中でもう少しふやすという考えもあるのか

もしれませんけれども、そういった負担というの

も、職員の負担というような部分もぜひ考えてい

ただけたらいいのかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  また、地域包括センターが今10圏域の中で８カ

所という話が先ほどございましたけれども、とて

も広いのは那須塩原市なんですよね。とても面積

の広い市であります。その中でどうしても手薄に

なってしまうところというのがあると思うんです。

なかなか遠いと、特に高齢者の方は相談に行くと

いうのも大変ということもあるかと思うんですけ

れども、例えばちょっと手薄になっているところ

に受付や相談の機能を持たせたブランチ的なもの、

そういう小さな窓口的なものをつくることによっ

て、高齢者やご家族が相談しやすいような形をつ

くることはできないのかななんていうふうに思う

んですけれども、そういったブランチ的な受付相

談窓口ですね、そのようなものを設置するような

アイデアについてはどのように考えるかお聞かせ

ください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） では、今のご質問

をお答えする前に、先ほどの説明の中で私、条例
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で定めていると言ったんですが、実際は規則だと

いうことがわかりまして、申しわけございません、

訂正させていただきます。 

  今、議員からブランチのご提案があったんです

けれども、本当に那須塩原市はまちの面積がかな

り広い。もちろん森林部分とか山間部ありますけ

れども、そんな中で、やはり実際に相談に見える

方はご家族であったりとか高齢者の方とかあるの

で、何とか電話等でもできる部分がございますの

で、そこは何とかカバーできるかもしれないんで

すけれども、逆に職員が実際個別に訪問に行った

りとかすると、例えば同じ１時間の所要時間でも、

例えば稲村いたむろというのは、特別養護老人ホ

ームのあじさい苑のところでやっていただいてい

るんです。そこがいたむろのところまで行くとな

ると、同じ１時間確保できても何軒回れるのかな、

ケースの濃度もございますが、そういうところが

あったりすると、やはり先ほどご提案いただいた

ブランチという手法もあるのかなと思うんですが、

ブランチというと、どこかにまたそのスペースを

確保しなきゃならないというところと、人員の確

保も必要だというところで、なかなか人員の確保

というのが難しいところもございますので、あと

は、うちのほうのまちの手法としては委託型をや

ってございますので、担っていただいている法人

さんとのご相談等々も発生しますので、そこら辺

は考えていかなきゃならないことだけれども、研

究という形で今後の課題ということでご理解いた

だければと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） １つのアイデアとしてと

いう部分でもありますので、そこはやはり広範囲

をカバーするということが目的なわけですから、

いろんな方法、手法を考えていただけたらいいの

かなと。私としてのアイデア的に、思いつきなの

かもしれませんけれども、こういう形でとれたら

いいんじゃないのかなというご提案ということで

すので、ぜひ研究していただいて検討していただ

ければなというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  続きまして、４番のコミュニティーが形成され

ていない地域での地域包括ケアシステムの運用に

ついてのところなんですけれども、まず自治会の

負担という部分があるかと思います。コミュニテ

ィーがないところで自治会にというご答弁があっ

たかとは思うんですけれども、どうしてもコミュ

ニティーがない地域と、コミュニティーがあって

コミュニティーからおりてきて自治会でというと

ころだと、自治会にかかる負担という部分で多少

差が出てくるのかなと思うんですけれども、そう

いったコミュニティーがない地域に対して、市と

して自治会に対するサポートだったりとか支援と

いうようなことというのはお考えなのかお聞かせ

ください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） コミュニティーが

ない地域の自治会等への支援ということなんです

けれども、本当にコミュニティー、例えば議員さ

んが所属なさっている地区、三島の地区ですね、

そこは本当に三島のコミュニティーとして地域住

民助け合い事業を取り組みましょうということで

いち早く取り組んでいただいたところで、本当に

コミュニティーのバックアップというのが重要な

役割を担っていただいているなというのを実感し

ているところでございます。 

  いずれにしましても、うちのほうとしましては、

コミュニティーが本当にあるところとないところ

とさまざま、各圏域ごとに見てもですね、であり
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ますので、そのあるなしにかかわらず、市とそれ

から社会福祉協議会、それから地域包括支援セン

ター、あとは地域支え合い推進員を含めた社協、

そういった関係団体等が連携しながら支援をして

ございますので、その体制でフォローしていけれ

ばいいなと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 自治会、コミュニティー、

市民の方が大変頑張っていらっしゃいます。先ほ

どお話出ましたけれども、私の所属している西三

島自治会などでも、今度班会議を開いて避難行動

要支援者の把握ということで、班長を集めて全体

でちょっと今これから話をしましょうと、４月に

入ってすぐにやるということで、今ちょっと自治

会長とも話はしているんですけれども、皆さんど

この自治会でも、市からおりてきたものに対して

は何とか応えていこうと思って一生懸命活動され

ています。ぜひその辺を把握していただいて、そ

れをうまくサポートしていけるような行政であっ

ていただきたいなというふうに思いますので、お

願いしたいなというふうに思います。 

  続きまして、自治会やコミュニティーに求める

役割ということで、高齢者が住みなれた地域にお

ける生活を続けられるよう、地域の困り事や課題

を住民間で共有し、地域ぐるみで支えていくよう

な組織であってもらいたいというご答弁がござい

ました。先ほどの私の自治会の例もそうですけれ

ども、そういった自治会やコミュニティーの活動

の内容というものというのは、どのように把握さ

れているのかというのをお伺いできますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） じゃ、私、保健福

祉部門で把握しているものということで、手前み

そ、所管の業務になってしまうんですけれども、

先ほど来ずっとご説明の中で話させていただいた

地域住民助け合い事業に取り組んでいただいてい

るところとか、あとは前々から生きがいサロンで

あったりとか、それから、昨年度から始めました

いきいき百歳体操に取り組んで、通える場所、公

民館等々利用しながら取り組んでいただいている

自治会さんがどんどんふえているというのを把握

してございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうですね、百歳体操も

そうですし、いろんな活動をされています、自治

会もコミュニティーも。ぜひそういうところを目

を向けていただいて、もちろん市から主導的にこ

ういうことをやりましょうという話もあると思う

んですけれども、それ以外にも、自治会独自で行

っていることであったりとかコミュニティーでや

っていることとかもありますので、その辺を吸い

上げることによって、ほかの地域でこんなことや

っていますよなんていうアドバイスをそのほかの

地域にすることもできるのかななんていうふうに

も思いますので、ぜひそういった市民の活動に対

して目を向けていただけるとありがたいなと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  この地域包括ケアシステムというのは、やはり

これから市民も、いろんな団体がかかわってこな

きゃいけない、お互い連携しなきゃいけない部分

なのかなというふうに思っております。なかなか

みんながみんな情報をうまく共有したりとかする

ことも難しい、いろんな会議も幾つも、確かに会

議にしたって幾つも会議があるんです、いろんな

種類の会議があるんですよね。その中でお互いが

情報を共有して１つの方向を向いて活動するとい

うのは、大変難しい部分でもあるのかなと。そう
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いう意味では、地域包括支援センターなどが中心

になっていくというのも、あと推進員がうまく主

導していくということもいいのかなというふうに

思います。ぜひその辺の連携というものをうまく

するように行政のほうで見て、この地域包括ケア

システムがいい方向に、そして那須塩原市の高齢

者がいつまでも安心してこの地域で住めるように、

そして幸せに生きられるようにサポートのほうを

お願いしたいと思います。 

  以上でこの項の質問を閉じさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０３分 

 

再開 午後 ４時１２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは、続きまして、

３、地域学校協働本部の整備についてを始めさせ

ていただきます。 

  地域と学校が連携し子どもたちの成長を支え、

子どもたちの郷土愛を醸成し、「楽しさいっぱい、

夢いっぱい、ふるさと大好き、那須塩原っ子」の

実現に、地域学校協働本部の整備は必要であると

考えます。協働のまちづくり行動計画においても、

平成33年までに地域学校協働本部を整備するとあ

ります。本市において整備される地域学校協働本

部が、学校、ＰＴＡ、コミュニティー、そして自

治会などと連携を円滑に行い、那須塩原っ子の成

長の大きな支えになることを望み、以下のことに

ついてお伺いします。 

  ⑴地域学校協働本部整備の進捗についてお伺い

します。 

  ⑵現在市内において地域学校協働活動を行って

いる事例があればお伺いします。 

  ⑶地域学校協働本部の組織はどのような形にな

ると考えるかお伺いします。 

  ⑷教育委員会から各中学校区に対し、地域学校

協働本部整備に向けてどのような働きかけを行っ

ているのかお伺いします。 

  ⑸地域と学校がともに活動している事例はある

と思いますが、地域学校協働本部の成立要件はど

のようなことと考えるかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、３の地域学校

協働本部の整備についてのお尋ねに順次お答えを

させていただきます。 

  初めに、⑴の地域学校協働本部整備の進捗につ

いてお答えを申し上げます。 

  平成29年度は黒磯北中学校区、三島中学校区、

塩原小中学校区をモデル地区といたしまして、学

校、コミュニティー、公民館を交えた合同会議を

開催し、地域学校協働活動推進員の推薦、本部組

織の決定等、平成30年度の本格実施に向けて準備

を進めてまいっているところであります。 

  次に、⑵の現在市内において地域学校協働活動

を行っている事例についてお答えをいたします。 

  さまざまな地域住民の参画を得て、地域と学校

が相互にパートナーとして連携、協力して行う協

働活動は、さまざまな形がございます。具体的な

事例といたしましては、中学校区で実施をされて

おります強歩や地域全体での問題解決を目的とし

た話し合い活動などが挙げられます。また、校外

班活動によるボランティア活動、コミュニティー

が主催する祭りや避難所運営研修への中学生の参

加、ＰＴＡ・学校共催での祭りの企画、運営など
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も挙げられるかと思います。 

  次に、⑶の地域学校協働本部の組織はどのよう

な形になると考えるかにつきましてお答えを申し

上げます。 

  学校代表、地域代表、地域学校協働活動推進員、

公民館職員を交えた組織となりますが、地域の代

表者についてはそれぞれの地域の実情がございま

すので、その実情に応じて選出をされるために、

本部役員の構成は変わってくるのではないかなと、

このように思っております。 

  次に、⑷の教育委員会から各中学校区に対して、

地域学校協働本部整備に向けてどのような働きか

けを行っているのかにつきましてお答えを申し上

げます。 

  今年度は、主にモデル地区の学校長、コミュニ

ティー会長に対し、事業内容の説明等を行って、

協働本部の体制づくりのための意見聴取等を行っ

てまいりました。そのほか、各学校職員について

は、教育振興会講演会で「学校を核とした地域づ

くり」と題し、本市で推進する地域学校協働活動

をテーマとした内容で講演会などを開催している

ところであります。 

  最後に、⑸の地域学校協働本部の成立要件につ

いての考えにつきましてお答えをいたします。 

  地域学校協働本部は、従来の地域と学校の連携

体制を基盤とし、より多くの幅広い層の人々や団

体等が参画をし、緩やかなネットワークを形成す

ることにより、地域学校協働活動を推進する体制

であろうかと思います。 

  地域学校協働本部の整備に当たりましては、地

域と学校双方向の連携を促しネットワーク化を実

現するため、コーディネート機能、多様な活動、

継続的な活動、この３つの要素が重要となります

けれども、このコーディネート機能の役割を担う

のが地域学校協働活動推進員となります。推進員

が核となり、学校支援活動や多様な地域活動が幅

広い地域住民等の参画によって行われることで、

地域学校協働活動が推進されていくものと、この

ように考えております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ご説明いただきました。 

  随時再質問のほうをさせていただきたいという

ふうに思います。 

  まず、進捗についての部分なんですけれども、

３つのモデル地区、黒磯北中学校区、三島中学校

区、塩原小中学校区ということですけれども、そ

この中での合同会議の中で地域学校協働本部の組

織というのが決まったというご答弁だったかと思

うんですけれども、それはどういった組織なので

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどの答弁の中でも触

れたかと思いますが、基本的には大くくりでは学

校、それから地域、そして公民館という３つの大

きいくくりの中で、それぞれ構成している人たち、

その中から合同会議の中で、この中学校区ではこ

ういうような方々に参加をしてもらうことによっ

て、地域の中のネットワークというものが組んで

いけるだろうというようなことで、構成員を選出

しているというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、いわゆる本

部の部長とか副部長とか、それとか例えばその協

働本部の中で、例えばお祭りとかをやる祭りの部

とか、そういったふうな組織をつくっているわけ

ではないということでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、組織ですけれども、
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構成員の互選によりまして、代表あるいは副代表

という方を決めていっていただければいいのかな

と思います。あくまでもそこの本部が改めて１つ

の組織として何かを組み立てていくということで

はなくて、あくまでも先ほど申し上げましたよう

にネットワーク化のかなめの役割を果たしますの

で、基本的には既にそれぞれの地域におきまして

さまざまな活動が行われておりますので、そうい

ったものを大切にしていくというふうになる考え

方でおります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 了解しました。 

  そうすると、推進員というのは各地区で推薦さ

れたということでもあると思うんですけれども、

その推進員というのは１名でしょうか、それとも

複数人いらっしゃるんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、それぞれのモデ

ル地区によって若干違いがあります。基本的には

各学校から１名の割合で推薦をいただくというよ

うな形態をとっておりますが、場合によっては２

名というところもありますし、塩原地区におきま

してはもう既にそういう役割を担っている人がた

くさんいるので、改めて現段階ではいいんではな

いのかなというような意見もいただいたりしてお

りますので、そこは何というんでしょうか、がち

っと枠にはめてしまうことによって、かえって動

きにくくなるというようなケースもあろうかと思

いますので、それぞれの地域の実情に応じた形で

考えていきたいなと思っております。 

  ただ、やはり最終的には、学校においては地域

連携教員というものが既におりますので、そうい

うものとキャッチボールするためには、やっぱり

どなたとというような、地域をコーディネートす

る方をある程度特定しておくことは、今後事業を

進めていく上では必要なことになるんではないの

かなというふうに思いますが、そんなような状況

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、推進員は

一般の市民の方で、学校の先生とかそういうこと

ではないということでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 実は、既にその推進員を

対象にしました研修会が持たれているわけであり

ますけれども、私も最初の会議に参加させていた

だきましたけれども、いずれも地域の方々で学校

のこともよく知っていらっしゃる方、理解してい

る方という方が推進員として推薦されてきている

ように思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知いたしました。そう

いう形で今、途中段階ということで理解させてい

ただきます。 

  地域学校協働活動の事例ということで今幾つか

挙げていただきましたけれども、それを聞くと、

今まで地域で通常行われているような活動、お祭

りであったりとかそういうものが地域学校協働活

動なんですよというご説明のようなふうに私は理

解させていただいたんですけれども、例えばコミ

ュニティーとか自治会とかで行われているそうい

った事業というのは、意外と小学校区で行われて

いる事業というのが多いんじゃないかなというふ

うに私は感じています。 

  そうすると、これから地域学校協働本部を整備

するに当たって、各中学校区ごとでの地域学校協

働本部を整備していくということになってくると、

その小学校区での事業であったりとか、または新
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しく中学校区単位での地域学校協働活動というも

のを推進していくというかつくり上げていかなけ

ればいけないのかなというふうに感じるんですけ

れども、そのためにどのようなことをすればいい

のかというふうに考えるのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど例示をさせていた

だきましたとおり、これは既に行われているよう

なものを私のほうで挙げさせていただきました。

やっぱり基本的には、まずスタートは既存の既に

行われている活動に、一番わかりやすく言えば、

今まではどちらかというと、子どもたちがなかな

か参加できない状況があったんではないのかなと

いうふうに思っております。ですので、今まで行

われている行事で子どもたちが参加できるものに

ついては、もっともっと積極的に子どもたちがま

ず参加をする、そういうことで、従来の活動がさ

らに子どもを巻き込んだ形で充実していくんでは

ないのかなというふうに考えます。 

  大切なことは、実はご承知のとおり、本市にお

きましては各中学校区ごとに小中一貫教育を現在

進めております。ですので、各中学校区ごとに目

指す子ども像というものを設定しております。で

すので、この目指す子ども像というものを地域に

も理解していただくことによって、地域において

みんなで、じゃ、こういうような子どもに育てて

いこうと。そのために、じゃ、地域としてはこう

いうところがかかわりを持てるねというふうにや

がてなっていくんではないのかなと。場合によっ

てはそれが地域の中で、本部会議の中で話し合い

によって、さらに目指す子ども像というのを地域

で共有するためのいろいろな議論がされていくと

いうふうなことが今後期待できるんではないのか

なと思います。 

  ですので、小学校で行われる活動もあってもい

いわけで、中学校区としてまとまった活動をその

中で発展的に、じゃ、こういう活動をしていった

らいいよねというふうに話が出てきて、それぞれ

の団体が協力をして新たな事業に発展するという

ことも将来はあるんではないのかなというふうに

思います。初めからこれをしましょうというふう

なことではなくて、地域の方々が子どもたちを育

てるために必要なものは何だろうというふうに考

えていっていただくことがとても重要ではないの

かなと、このように思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ご答弁をいただいている

ときに、私もちょっと今思ったんですけれども、

例えば私は三島中学校区に住んでいます。その中

で、三島中学校区の中に５校連、５校連絡協議会

といって、三島中学校とそのほかその学区内の小

学校、ＰＴＡで話し合いを持ったりする機会など

もあるんです。恐らくどこの中学校区もそんなよ

うな活動をされているのかなというふうに私は思

っているんですけれども、そういった集まり、そ

こに例えばコミュニティーとかその辺がかかわっ

ていくと、小学校、中学校区で話し合いというの

はさらに進むのかななんていうふうに想像させて

いただきながらお話を聞いていました。 

  ぜひ、小学校区での活動というのも私はいいと

思うんです。私もいろんな小学校区内での活動を

させていただいてはいますけれども、さらに中学

校区に広げるということになると、やっぱり私の

イメージとしてはかなり広い範囲になるというか、

地域的にも広くなるし、人を集めるのも大変なの

かなとかそういうイメージがあったんですけれど

も、その中で例えばそういう５校連みたいなよう

な各中学校区単位のＰＴＡだったりとか学校同士

の連携というものもありますので、そういうもの
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もぜひ活用していただけると地域学校協働本部と

いうのも進んでいくのかななんていうふうに想像

しながら今、答弁を聞かせていただきました。 

  その次の組織なんですけれども、それは最初の

進捗のほうで大体ご説明いただいたので、ここに

関しましては再質問はございません。 

  次に、４番の働きかけの部分なんですけれども、

３モデル地区で意見聴取をそれぞれ行ったという

お話がございましたけれども、どのような意見が

出たのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） やはりこの地域学校協働

本部の活動って何なのという、まずそこの部分が

なかなか共通理解がされていない部分で、やはり

どうしてもこういう言葉を出しますと、じゃ、何

か新しいことをやらなきゃならないんじゃないの

かなという、そういうあたりのある種の不安とい

うんでしょうか、そういったものもあったように

思っております。ですので、先ほど申しましたよ

うに、あくまでも従来あるものを生かしていくと

いうようなことを基本に考えていくように、でき

るだけ説明はしたつもりでおります。ですが、ま

だまだ十分ではないような感じもしますので、今

後いろんな機会を通してさらに理解を深めていた

だきたいなというふうに思っております。 

  また、学校につきましては、先ほど講演会とい

うようなことで私、申し上げましたけれども、こ

れ以外に実は、本市の各学校はホームページを立

ち上げて約２年になろうとしていますが、学校に

よっては実はもうアクセス数10万件に迫ろうとい

う学校もありまして、たくさん地域、保護者に対

して情報を発信をしております。そういったもの

も今後、地域学校協働本部を組み立てていく中で

は、学校の理解が進んで、こういうことをやって

いるんだったらば、逆に、じゃ、学校の困ってい

ることがあれば、私たちが何かボランティアでや

れることはないのかなというふうな話題が今後出

てくると、とてもありがたいなというふうに思っ

ているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 多分、地域の方の不安と

いうのはそのままだろうな、そのとおりだろうな

と思います。こうやって地域学校協働本部という

のをつくるんですよということで言われることに

よって、自治会にとってもコミュニティーにとっ

ても、私たちほかにこれから新しい活動をいろん

な事業をふやさなきゃいけないんだろうかとか、

いろいろ思っているところがあると思うんです。

そこは今までやっていた活動がその地域学校協働

活動なんですよという理解でいいのかなと思うん

ですよ。そこに学校が逆に協力してくる、それが

地域と学校の連携なんだよということを、地域の

人には理解してもらえればいいのかなというふう

に感じております。 

  それと、学校を核とした地域づくりという講演

などを行った、先生たちに行ったということです

けれども、ちょっと先生方のそのときの反応とい

うかその辺というのをちょっとお聞きできればと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 正直申し上げまして、や

っぱり学校のほうも若干警戒はしている部分があ

ります。また何かやらされるんではないのかなと

いうような印象をまず持った部分は、それは偽ら

ざる事実だというふうに思っております。 

  今回この講演につきましては、前に県の教育委

員をなさっていました、宇大で教授をなさってい

ました廣瀬先生においでいただいて、わかりやす
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く話を聞かせていただきました。これまでも学校

に対しましては、学校支援ボランティアという形

で地域の方々が点の状態で入っていたと思うんで

すが、やっぱりそれは今度大切なことは、学校が

それで助けられるんではなくて、そこに入ってい

った地域の人たちが自然とネットワークをつくっ

ていって、そこで、じゃ、自分たちでできること

もっとないのというふうな形で活動が発展してい

くことがとても大切なんだなんていうことを廣瀬

先生がおっしゃってくれましたので、先生方はち

ょっとほっとしたんじゃないのかなと、このよう

に思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうですね、やっぱり地

域もそうですけれども、先生方も不安なところは

あるだろうなというふうに思います。 

  そこで、先ほど齊藤議員の質問のときにあった

んですけれども、総合的な学習ですね、そういう

ところでの地域学校協働本部のメリットという部

分があると思うんですよ。そこを多分、先生方と

かが理解して、例えば総合的な学習の時間に地域

の人が地域学校協働本部の活動としてでも学校に

来て、１時間でも２時間でも授業をするとか、そ

ういうふうなことをすることによって、郷土愛の

醸成であったりとか地域の理解を深めるという、

子どもたちに対してそういうことをできるという

のが大きなこの地域学校協働本部のメリットなん

じゃないのかなというふうに思いますので、ぜひ

先生方にその部分というものを理解していただく、

そして地域の方々にも理解していただく、それに

よって地域学校協働本部というものが形づくられ

ていくんじゃないのかななんていうふうに思って

おります。 

  最後に、成立要件という部分でちょっと質問さ

せていただいたんですけれども、地域学校協働本

部を整備するというふうに言った場合、やはりこ

れができたら地域学校協働本部なんだよというの

は多分あったほうがいいのかなという気持ちを持

っています。というのは、やっぱり構成員として、

自分は地域学校協働本部の構成員なんだよという

認識がなかなかできないのかなと。地域活動を今

までやっています、コミュニティーの役員です、

自治会の役員ですということで、地域活動をやっ

ていますし学校にも行っていますよと。でも、自

分は地域学校協働本部の構成員、ん、というふう

に思う方が多いと思うんですよ。そのときに、地

域学校協働本部はこの形がきっちりできたら地域

学校協働本部なんですよという、その成立要件的

なもののお考えがあればちょっとお聞かせ願いた

いんですが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） そのことをお答えする前

に、先ほどの分でお話を落としてしまった分は、

今後やっぱり学校が教育課程をよく見直して、総

合的な学習の時間の話題ですけれども、地域学習

等もたくさんありましたので、そういったものが

今後、地域学校協働本部活動の中で機能するよう

な、いわゆる洗い出しというものを学校のほうで

やっていくことが必要になってくるんだろうなと

いうふうに思っているところであります。 

  さて、今のご質問ですけれども、基本的な考え

方は先ほど申し上げたとおり、地域で目指す子ど

も像をいかに共有できるかという部分、そこが一

番大切な部分ではないのかなと。それに対して自

分たちがそれを実現するために、どの部分でどん

な役割を果たせるのかということをしっかりと認

識をして、組織的、そして計画的に今後この事業

が進んでいくというのがとても大切なことになっ

てくるんじゃないのかなと、こんなふうに思いま
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す。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そういうことであるので

あれば、やはり地域の方、そして学校の理解とい

うのはやっぱり欠かせないのかなという気がしま

す。自分はその地域学校協働本部の構成員だとい

う意識をやっぱり持っていたほうが、活動的には

一生懸命やると思うんですよ。そういう意味でも、

成立要件というものをちょっとはっきりさせたほ

うがいいんじゃないのかなと思って質問させてい

ただいたんですけれども、教育長のおっしゃると

おりなのであれば余計、地域学校協働本部という

ものを丁寧に詳しく地域であったり学校であった

りとかに説明することによって、地域学校協働本

部のこの事業はうまく回って、そこに住む那須塩

原の子どもたちが郷土愛を持ち、たくましく成長

していく、そういった助けになる、そういった事

業になることが必要なんじゃないのかなというふ

うに思います。地域学校協働本部の成功を希望い

たしまして、私の質問を終えたいと思います。 

  以上をもちまして本日の市政一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 以上で６番、森本彰伸議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３６分 

 


